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　『人間開発報告書2016』は、国連開発計画（UNDP）が1990年から刊行している一連のグローバル版『人間開発報告書』の最新
版です。重要な開発課題、傾向、政策に関する独立したかつ経験に基づいた分析をしています。
　『人間開発報告書2016』に関する関連資料は、オンライン上（http://hdr.undp.org）で参照いただけます。このなかには20言
語以上の報告書本体および概要版、報告書のための厳選された人間開発の背景資料、さらにはインタラクティブな図表や国別
人間開発指数のデータベース、同指標で採用している計算方法やデータ源の詳しい説明、各国のプロファイルやその他の背景
資料、過去のグローバル版および各国版『人間開発報告書』などが含まれています。『人間開発報告書2016』や出版物、データ、
人間開発指数ランキング、関連情報など人間開発報告書室の主要なコンテンツは、使いやすい新しいアプリを通してアップル
「iOS」とアンドロイドのスマートフォンでもアクセスできます。

　表紙のデザインは、すべての人のための人間開発という本報告書の基本メッ
セージを表現しています。つまり、人間開発という旅において誰をも置き去りにし
ない、ということです。抽象的なデザインにより、この表紙は3つの要点を伝えてい
ます。まず、青と白の上向きの波形は、普遍的な人間開発を確保するうえで人類が
進まなければならない道筋を表しています。波形の曲線の違いは、一部の道筋は
困難が大きく、そこを進むのはたやすくないということを私たちに戒めていますが、
いくつもの選択肢が開かれています。次に、この旅においては、先に進む人々と後
れを取る人々が出てきます。後れを取っている人々は、先を行く人々の助けの手
を必要とします。2つの手の形は、人間の団結の精神を表しています。そして、緑と
青の2色と2つの手は、普遍的な人間開発には地球と平和と人々の兼ね合いが
必要であることを表しています。

Human Development 
Report 2016
Human Development for Everyone



人間開発報告書 2016
Human Development Report 

すべての人のための人間開発

概要

国連開発計画
（UNDP）



ii      人間開発報告書 2016

人間開発報告書 2016 チーム

室長兼主筆

Selim Jahan

副室長

Eva Jespersen

調査・統計

Shantanu Mukherjee （チームリーダー）、Milorad Kovacevic （主席統計官）、Botagoz Abdreyeva、Astra Bonini、  
Cecilia Calderon、Christelle Cazabat、Yu-Chieh Hsu、Christina Lengfelder、Patrizia Luongo、Tanni Mukhopadhyay、  
Shivani Nayyar、Heriberto Tapia

制作・ウェブ

Admir Jahic、Dharshani Seneviratne

支援・広報

Jon Hall、Sasa Lucic、Jennifer ONeil Oldfield、Anna Ortubia

運営・管理

Sarantuya Mend （オペレーション・マネージャー）、Fe Juarez Shanahan、May Wint Than



概要　　iii      

　人間開発とは、つまるところ人間の自由に関
わるものである。すなわち、ほんの一握りの人数
でも大多数の人でもなく、世界のあらゆる場所
で生活する、現在および将来のすべての人が自
分の可能性を完全に実現するための自由であ
る。このような普遍主義によって人間開発は唯
一無二の概念となっているのである。
　しかしながら、普遍主義の原則と、それを実
践に移すことは別問題である。この四半世紀に
わたり人間開発の多くの面で目覚ましい前進が
達成され、人々は長寿で健康な生活を送れるよ
うになり、極度の貧困から抜け出す人々が増え、
栄養不足の人々は減った。人間開発は人々の生
活を豊かにしたものの、残念ながら、すべての
人の生活が同じように豊かになってはおらず、
むしろ生活が悪くなっている人々もいる。
　世界の指導者が2015年、誰をも置き去りに
しない開発の道筋を約束したのも、偶然ではな
く意図的な選択だった。これは2030アジェン
ダの中心的な前提である。この普遍主義の精神
を反映して、『人間開発報告書2016』は「すべ
ての人のための人間開発」をテーマとしている。
　本報告書はまず、世界が直面している課題と、
より良い未来への人類の希望を大まかに描き出
している。一部の課題は以前から残り（たとえ
ば貧困）、一部の課題は悪化し（格差）、新たな課
題（暴力的な過激主義）も浮上しているが、大半
の課題は相互に補強し合っている。課題の本質、
範囲がどうであれこのような課題は現在と将来、
両方の世代の人々の福祉に影響を及ぼす。
　しかしながら本報告書は同時に、人類が過去
25年間に生み出した成果を私たちに改めて思
い起こさせ、さらなる前進も可能であるという
希望を与えてくれる。私たちは、これまでに達

成したことの上にさらに積み上げ、課題克服の
新たな可能性を探り、かつては達成不可能に思
えたことも達成することができる。希望の実現
は手の届く範囲にある。
　このような広い文脈をふまえて、本報告書は
2つの根本的な問いを提起している。すなわち、
人間開発の前進から取り残されているのはどの
ような人々であり、それはなぜ、どのように起
こったのか、という問いである。本報告書は、
少数民族、先住民、難民、移民などの取り残さ
れた貧しい脆弱な集団が現在、さらに大きく取
り残されているという点を強調している。普遍
主義に対する障害は、とりわけ貧困と格差、差
別と排除、社会規範と価値観、偏見と不寛容な
どである。本報告書はまた、多くの女性にとって、
人生において自分の可能性を完全に実現するた
めに必要な機会とエンパワーメントの妨げとな
るジェンダー関連の一連の障害を明確に特定し、
それらが互いに悪化させ合う関係にあることを
示している。
　すべての人のための人間開発を保証するうえ
で、取り残された人々の欠乏の本質と理由を特
定するだけでは不十分だと、本報告書は強調し
ている。普遍的な人間開発を妨げる問題に対処
するために、人間開発の分析の枠組みと評価の
観点のいくつかを前面に押し出す必要がある。
たとえば、人権と人間の安全保障、発言力、自
律性、集団的能力、そして選択の相互依存関係が、
いま取り残されている人々の人間開発のカギと
なる。同様に、人間開発を評価し、その恩恵が
すべての人に行き渡るようにするうえで、人間
開発の成果を量的に捉えるだけでなく、平均値
を超えて統計の細分類（特に性別の分類）という
質的な捉え方をしなければならない。
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　本報告書は、取り残された人々への配慮には、
国レベルでの4本柱の政策が戦略として必要で
あることを力強く論じている。第1に、普遍的
な政策を用いて、取り残された人々に到達する
こと（たとえば、単なる経済成長でなく包摂的
な成長）。第2に、特別なニーズをもつ集団（た
とえば障がいのある人々）のための施策を追求
すること。第3に、人間開発を強靱にすること。
そして第4に、取り残された人々を力づけるこ
とである。
　本報告書は、各国の政策がグローバルなレベ
ルでの行動によって補完されなければならない
ということを正しく認識し、グローバルな機構
の委任権限、統治構造、取り組みに関係する問
題を取り上げている。本報告書はまた、国・地
域・世界のレベルでの白熱した論議が行き詰ま
りに至るという現実に、たとえ私たちが慣れて
しまっているとしても、そのような混乱の根底
において、将来の世代に持続可能な世界を保証
するためのグローバルな課題の数々をめぐり、
コンセンサスが生まれつつあるという事実に私た
ちの目を向けさせる。最近発効した気候変動に
関する画期的な「パリ協定」が、その証しである。
かつては考えられないと見なされていたことを
今や断固としたものにしなければならない。
　本報告書は、普遍主義の原則を共有し、極度
の貧困の根絶や飢餓の撲滅などの基本的な分

野に焦点を合わせ、持続可能性という核心的な
問題を重視することによって、アジェンダ2030
を補完する。人間開発のアプローチとアジェン
ダ2030は互いの物語に寄与し合い、どのよう
にして人間開発と持続可能な開発目標（SDGs）
の指標が互いに補完し、互いに強力な擁護をす
るプラットフォームになることによって、相互強
化の関係になり得る。
　人間開発を変容させることは可能であると期
待するに十分な根拠がある。今日、難しいと思
えることも明日には克服できる。誰をも置き去
りにしないという大胆なアジェンダの達成まで、
世界に残された時間は15年足らずである。人
間開発の格差を埋めることは必須であり、将来
の世代に現在と同等、あるいは現在よりも良い
機会を保証しなければならない。人間開発は持
続されなければならず、また持続可能にされな
ければならない。そして、あらゆる人々が平和
と繁栄を享受できる世界になるよう、すべての
人の生活を豊かにしなければならない。

Helen　Clark
ヘレン・クラーク

国連開発計画（UNDP）総裁
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　人間開発報告書2016は、国連開発計画
（UNDP）の人間開発報告書室（HDRO）によって
まとめられた。本報告書の知見、分析、政策提
言は、ひとえに人間開発報告書室によるものであ
り、UNDPおよび UNDP執行理事会の公式見解
を反映したものではない。人間開発報告書は国
連総会によって、「世界各国の人間開発に対する
意識向上のための重要な手段」となった「独立し
た知的取り組み」として正式に認められている。
　まず、ノーベル経済学賞受賞者のアマルティ
ア・セン教授には引き続き素晴らしい知性あふ
れる助言と導き、考察を与えていただき、大変
感謝している。本報告書は、高名な方々および
組織の協力も仰いでいる。特に署名入り書面に
よりダン・アリエリー（デューク大学心理学・行
動経済学教授）、キャロル・ベラミー（「コミュニ
ティへの関与及び強靱性に関するグローバル基
金」理事長、元ユニセフ事務局長）、マイアナ・
カニングハム・ケイン（ニカラグアのミスキート
族で、先住民の権利擁護に取り組む活動家。国
連「先住民問題に関する常設フォーラム」元議長）、
オラファー・エリアソン（芸術家、「リトルサン」
創始者）、メリンダ・ゲイツ（ビル＆メリンダ・ゲ
イツ財団共同会長）、アンゲラ・メルケル（ドイツ
連邦共和国首相）、フアン・マヌエル・サントス（コ
ロンビア大統領、2016年ノーベル平和賞受賞者）
の各氏の協力を得た。サントス大統領の協力に
関して、UNDPコロンビア・カントリーオフィス
のマルティン・サンティアゴに特に感謝している。
　また、執筆に携わってくれた以下の方 に々も深
く感謝する。Paul Anand、Ayesha Banu、 Flavio 
Comim、Giovanni Andrea Cornia、Juliana 
Martinez Franzoni、Stephany Griffith-Jones、
Irene Khan、Peter Lunenborg、Manuel Montes、

Siddiqur Osmani、Enrique Peruzzotti、Robert 
Pollin、Diego Sanchez-Ancochea、Anuradha 
Seth、Frances Stewart、Florencia Torche。
　解説文の執筆に携わってくれた以下の方々に
もお礼を述べたい。Oscar A. Gomez、Sachiko G. 
Kamidohzono 、武藤亜子（国際協力機構研究所）、
Mara Simane （ラトビア首相府クロスセクター調
整センター）、HOPE XXL（市民社会組織）。また、
2つの UNDPグローバル政策センターである、
グローバルな開発パートナーシップに関するソ
ウルの政策センターと、強靱な生態系と砂漠化
に関するナイロビの政策センターにも解説文を
執筆してもらった。Balazs Hovarth と Anne-
Gertraude Juepner に感謝したい。
　以下のメンバーからなる卓越した諮問委員会
から貴重な洞察と導きを受けた。Olu Ajakaiye、
Magdalena Sepúlveda Carmona、Giovanni 
Andrea Cornia、Diane Elson、Heba Handoussa、
Richard Jolly、Ravi Kanbur、勝間靖、Ella Libanova、
Justin Yifu Lin、Leticia Merino、Solita Monsod、
Onalenna Doo Selolwane、Frances Stewart。
　また、本報告書の各指数の算出に関して、方
法論とデータの選択に専門的助言をいただいた
統計諮問委員会の方 に々も謝意を表したい。Lisa 
Grace S. Bersales、Albina Chuwa、 Koen Decancq、
Enrico Giovannini、Pascual Gerstenfeld、Janet 
Gornick、Gerald Haberkorn、 Haishan Fu、Robert 
Kirkpatrick、Jaya Krishnakumar、Michaela 
Saisana。
　本報告書の構成指標や統計は、各分野で世
界を代表する諸機関のデータに基づいている。
引き続いての人間開発報告書室への協力に謝意
を表したい。統計分析の精度と明確さを保つう
えで、次の方 と々の議論にも助けられた。Gisela 

謝辞
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Robles Aguilar、Sabina Alkire、Kenneth 
Hartggen、Nicolas Fasel をはじめとする国連高
等人権弁務官事務所のチーム。
　本報告書の作成準備期間には世界各地で会
合を行い、個々に名を挙げる紙幅はないが多数
の機関と個人から多大な支援を得た（参加者と
パートナーについては http://hdr.undp.org/en/ 
2015 -report/consultationsを参照されたい）。
多数のステークホルダー（利害関係者）を加え
た正式な諮問会合は2016年4 ～ 9月の間にジュ
ネーブ、パリ、イスタンブール、ナイロビ、シン
ガポール、パナマで開かれた。会合の開催に関
して UNDPジュネーブ事務所、経済協力開発
機構（OECD）、UNDP地域サービスセンター、
グローバル政策センター、そして以下の各氏に
格別の謝意を表したい。Rebeca Arias、Max 
Everest-Phillips、Anne-Gertraude Juepner、
Alexis Laffittan、Marcos Neto、Maria Luisa  
Silva。非公式な諮問会合も人間開発報告書
2015の発表に合わせて北京、ボン、コロンボ、
ダッカ、ヘルシンキ、ロンドン、マニラ、レイキャ
ビク、ウィーンで開かれた。UNDPの地域局と
カントリーオフィスを含むパートナー機関の支
援と協力に深く感謝する。
　査読グループのメンバーとなってくれた UNDP
職員の Mandeep Dhaliwal、Priya Gajraj、 George 
Ronald Gray、Anne-Gertraude Juepner、Sheila 
Marnie、Ayodele Odusola、Thangavel  Palanivel、
Sarah Poole、Mounir Tabet、Claire Van der 
Vaeren、Claudia Vinayに格別の謝意を表したい。
また、政治分野の査読では Patrick Keuleers、
Luciana Mermet、Nicholas Rosellini から貴重
な助言をいただいた。
　人間開発報告書室の元同僚で本報告書のフレ
ンドである Moez Doraid、Sakiko Fukuda-Parr、
Terry McKinley、Saraswathi Menon、Siddiqur 

Osmani、Stefano Pettinato、David Stewartは 私
たちと1日を共にし、貴重な洞察と知見、経験
を共有してくれた。
　さらに Saamah Abdallah、 Helmut K. Anheier、
Michelle Breslauer、Cosmas Gitta、Ronald 
Mendoza、Eugenia Piza-Lopez、Julia Raavad、
Diane Sawyer、Oliver Schwank からも報告書
に関連する問題についての議論を通じて貢献し
ていただいた。また、私たちのウェブサイトで、
報告書に関連する問題についてのオンライン調
査に参加してくれた一般市民の方々にも、お礼
を述べたい。
　インターンとして、才能ある若い人たちも本
報告書の作成に貢献してくれた。Ellen Hsu、
Mohammad Taimur Mustafa、Abedin Rafique、
Jeremias Rojas、Prerna Sharma、Weijie Tan、
Danielle Ho Tan Yau の献身的な貢献は特記に
値する。
　報告書の編集・制作については、コミュニケー
ションズ・デベロップメント社の編集スタッフ 
Bruce Ross-Larson、Joe Caponio、Mike 
Crumplar、Christopher Trott、Elaine Wilson、
およびデザイン担当の Gerry Quinn、Phoenix 
Design Aid に素晴らしい仕事をしてもらった。
そして私は何よりも、ヘレン・クラークUNDP総
裁のリーダーシップとビジョン、助言、導き、
支援と、人間開発をさらに前進させるための報
告書作成に献身的に努力してくれた人間開発報
告書室チームに深く感謝している。

Selim Jahan
セリム・ジャハン

人間開発報告書室長・主筆
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概要　　1      

　この25年間に人間開発は目覚ましい成果を
上げた。人々の寿命が延び、学校に通う子ども
が増え、より多くの人が基本的な社会サービス
を利用できるようになった。2 この勢いに、国連
ミレニアム宣言とミレニアム開発目標（MDGs）
が加わった。21世紀の始まりを前に、15年以
内に基本的な人間の欠乏に終止符を打つことを
世界が誓ったのだった。
　しかしながら、人間開発は均等に行き渡らず、
欠乏状態が残り続けている。人間開発の前進は
一部の集団やコミュニティ、社会を置き去りにし、
人々が取り残されている。人間開発の基本部分
しか達成できていない場合もあれば、それすら
できていない場合もある。そして、経済格差か
ら気候変動、感染症の流行、移民・難民、紛争、
暴力的な過激主義に至るまで、人間開発に新た
な難題が浮上している。
　人間開発報告書（HDR）2016は、現在と将来
のすべての人に人間開発を保証する方法に焦点
を合わせる（左ページの「インフォグラフィク
ス１」参照）。まず、人間開発の成果と課題、そ
して将来への希望についてまとめ、人類が向
かっていくべき先を描き出す。そのビジョンは、
国連加盟193か国が2015年に採択した「持続
可能な開発のための2030アジェンダ」と、世界
が達成を誓約した17の持続可能な開発目標

（SDGs）に基づく。3

　本報告書は、人間開発の前進に取り残されて

いるのはどのような人々であるのかを見極め、
その理由を解明する。すべての人のための人間
開発を保証するためには、欠乏の本質と分布を
単純にマッピングするだけでは不十分であるこ
とを明らかにする。人間開発のアプローチと評
価の観点のいくつかの部分を前面に置く必要が
ある。さらに本報告書では、すべての人が基本
的な人間開発を達成し、その成果を維持するこ
とを可能にする国レベルの政策と
中心的な戦略も特定する。そして、
現在のグローバルなシステムの構
造的問題に対処するうえで、制度
改革の選択肢を提示する。

基本メッセージ

　本報告書は5つの基本メッセージを伝える。
● 人間開発には普遍主義がカギを握り、すべて

の人のための人間開発は実現可能である。
● さまざまな集団が今なお基本的な欠乏に苦し

み、それを克服するうえで多くの障害に直面し
ている。

● すべての人のための人間開発には、いくつか
の分析上の問題と評価の観点の見直しが必
要である。

● 政策オプションはすでにあり、それが実施さ
れれば、すべての人のための人間開発の達成
に寄与する。

概要
すべての人のための人間開発
　この四半世紀の間に世界は変わり、それとともに開発の状況も変わった。新しい国々が誕生し、今や私
たちの地球には70億人以上が暮らす。その4人に1人は若者である。1		地政学的なシナリオもまた変わり、
開発途上国が経済的・政治的に大きな力を持つ存在として台頭している。グローバル化が世界の人々や市
場、仕事を一体化させ、デジタル革命が人々の暮らしを変えた。

人間開発には 
普遍主義がカギを握り 
すべての人のための 
人間開発は 
達成可能である
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● より公平な多国間主義を伴うグローバル・ガ
バナンス（世界規模の統治）の改革が、すべ
ての人のための人間開発の達成に資する。

人間開発とは、すべての人の自由を 
広げることである

　人間開発とは、すべての人が自ら重んじる選
択肢を追求できるように、自由を
広げることである。そのような自
由は2つの基本的側面を持つ。す
なわち、働きと能力によって示さ
れる福祉に関わる自由と、発言力

と自律性によって示される主体性に関わる自由
である（図1参照）。

● 働きとは、個人が大事にするあり方や行為で
ある。たとえば幸福であること、十分な栄養
を取れていること、健康であること、自尊心
が持てていること、コミュニティの生活に参
加していることなどである。

● 能力とは、個人が達成し得るさまざまな働き
（あり方と行為）の集合体である。

● 主体性とは、個人が自ら大事にしたり重要だ
と思う目標を追求するうえで、自由にできる
ことや達成できることと関係する。

　どちらのタイプの自由も人間開発に絶対的に
必要である。
　1990年にまとめられた最初の人間開発報告
書は、人間を中心に置く開発のアプローチとし
て人間開発を提示した（BOX 1参照）。4 人間開

図 1

人間開発─ その分析的アプローチ

出典：人間開発報告書室（HDRO）
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発というアプローチは、開発に関する議論を物
質的な豊かさの追求から人間の福祉の拡充へ、
所得の最大化から能力拡大へ、経済成長の最
適化から自由拡大へと移行させた。人間開発は、
単純な経済的豊かさよりも人間生活の豊かさに
焦点を合わせ、それによって開発の成果を捉え
るレンズを変えた（BOX 2参照）。
　また、人間開発のアプローチは、国連ミレニ
アム宣言とミレニアム開発目標（MDGs）に分析
上の基盤も提供した。MDGsは、2015年までに
人間の基本的な貧困を削減するとして、2000年

に189か国の国家元首や政府が合意した開発の
目標とターゲットである。さらに人間開発のア
プローチは、2030アジェンダと持続可能な開発
目標（SDGs）にも知見を与えて影響を及ぼした。
 
すべての人のための人間開発は 
達成可能である

　普遍主義が人間開発の中心にあることから、
人間開発はすべての人のために達成されなけれ
ばならず、また達成可能でもある。そのことを
示す心強いデータが得られている。
　世界は2015年までに、25年前には非常に難
題と思われていた事柄の一部を達成した。世
界の人口が1990年の53億人から2015年の
73億人へと20億人も増加するなかにあっても、
10億人以上が極度の貧困から脱出し、21億人
が改善された衛生設備を使用できるようになり、
26億人以上が改善された飲料用水源を利用で
きるようになった。5

　世界の5歳未満児の死亡率は、1990年の
1000人当たり91人から2015年の同43人へと
半分未満に低下した。HIV、マラリア、結核の
罹患数は2000～2015年の間に減少に転じた。
世界各国の国会に占める女性議員の比率は
2016年に23%まで上がり、この10年で6ポイ
ントの伸びを記録した。世界の森林面積の純減
は1990年代の年間730万ヘクタールから2010

BOX 2 

人間開発の測定

出典：人間開発報告書室（HDRO）

　人間開発指数（HDI）は、人間開発の3つの基本的側面を

統合する合成指数である。出生時平均余命は、長寿で健康

な生活をおくる能力を反映する。平均就学年数と就学予測

年数は、知識獲得の能力を反映する。そして1人当たり国民

総所得（GNI）は、人間らしい生活の水準を達成する能力を

反映する。

　人間開発をより総合的に捉えるために、人間開発報告

書はHDIの他に4つの合成指数も提示する。不平等調整済

み人間開発指数（IHDI）は、不平等の度合いに基づきHDI

値を割り引く。ジェンダー開発指数（GDI）は、男女別のHDI

値を比較する。ジェンダー不平等指数（GII）は、女性のエン

パワーメントを浮かび上がらせる。そして多次元貧困指数

（MPI）は、非所得面における貧困を捉える。

BOX 1 

人間開発─ 総合的なアプローチ

出典：人間開発報告書室（HDRO）

　人間開発は人々の選択肢を広げるプロセスである。し

かし、人間開発は目的そのものでもあり、プロセスと結果

の両方であると言える。人間開発という考え方は、人々は自

分の生活を形成するプロセスに影響力を振るえなければ

ならないということを意味する。このすべてにおいて、経済

成長は人間開発の重要な手段であるが、目的ではない。

　人間開発は、人々による（自分自身の生活の形成プロセ

スへの積極的な参加を通じて）、人々のための（生活の向

上による）、人々の開発（人間の能力強化を通じて）である。

人間開発は、人的資源のアプローチや基本的ニーズのア

プローチ、人間福祉のアプローチといった他のアプローチ

よりも幅が広い。
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～2015年の同330万ヘクタールに減少した。6

　しかし、このような称賛に値する前進にもかか
わらず、世界はなお複雑な開発課題の数々に直
面している。長引いている課題もあれば（欠乏）、
深まっている課題（格差）、新たに浮上した課題

（暴力的な過激主義）もある。また、世界規模
の課題（ジェンダー不平等）もあれば、地域レベ

ルの課題（水不足）、地方レベ
ルの課題（自然災害）もある。そ
の大半は、たとえば気候変動
が食料の安定した確保を損な
わせ、急速な都市化が都市部
の貧しい人々を脇へ追いやって
いるといったように、相互に関
係して悪化している。これらの
問題は到達範囲の大小にかか

わらず、人々の福祉に悪影響を及ぼしている。
　このようにさまざまな課題がある一方で、過
去25年間の人間開発の成果は、根本的な変革が
可能であることに希望を抱かせる。実際、目覚
ましい成果の一部は、かつて後れを取っていた
地域や地方で達成されている。世界中の人々が、
自分たちの生活を形成するプロセスに影響力を
及ぼすことに向けて、関与の度合いを強めている。
人間の知恵と創造力が技術革命を生み出し、私
たちの働き方、考え方、行動の仕方を変えている。
　ジェンダー平等と女性のエンパワーメントは
現在、開発に関するすべての議論の主流を占め
る側面となっている。そして、それらを建設的
に克服しようとする意図の下で、かつてはタ

ブーであった問題に関する議論
と対話のスペースが徐々に広
がっていることは紛れもない事
実である。たとえば性的指向、
レズビアンやゲイ、トランスジェ
ンダー、インターセックスの人々
が直面している差別や女性器の

切除などの問題である。
　持続可能性に対する意識も高まっている。

2030アジェンダと気候変動に関する「パリ協定」
が好例である。これらはまた、論争や行き詰まり
の陰にある部分で、世界規模の数々の課題と将
来世代のための持続可能な世界の確保に関し
て、グローバルな合意が生まれてきていること
も物語っている。
　このような有望な進展のすべてが世界に対し
て、変革や転換は可能だという希望をもたらして
いる。誰をも置き去りにしないというアジェンダ
の達成まで、世界に残された時間は15年足らずで
ある。人間開発の格差を埋めることは必須だが、
将来の世代に現在の世代と同等の機会、さらに
はより良い機会を確保することもまた必須だ。
　2030アジェンダの達成は、すべての人が自
分の可能性を最大限に実現できるようにするこ
とへの必須の一歩となる。実際、人間開発のア
プローチと2030アジェンダは分析面で3つの
つながりをもっている（図2参照）。
● どちらも普遍主義に立脚している。人間開発

のアプローチは、すべての人の自由を拡大す
ることに力点を置き、2030アジェンダは、誰
をも置き去りにしないことに焦点を合わせて
いる。

● どちらも同じ基本的な分野に的を合わせてい
る。極度の貧困の根絶、飢餓の解消、格差の
削減、ジェンダー平等の確保などである。

● どちらも持続可能性を中心原則としている。
　人間開発のアプローチと2030アジェンダ、
持続可能な開発目標（SDGs）は3つの面で相互
強化の関係にある。まず、2030アジェンダは
概念上の基礎を強化するうえで、人間開発のア
プローチによる分析を活用できる。同様に、人
間開発のアプローチは2030アジェンダの内容
を見直して、その強化につながりうる部分を洗
い出すことができる。
　第2に、持続可能な開発目標（SDGs）はその目
標達成への前進を評価する指標として、人間開
発の指標を用いることができる。同様に、人間開
発のアプローチはSDGsを追加指標として使える。

過去25年間の 
人間開発の成果は 
根本的な変革が 
可能であることに 
希望を抱かせる。 
目覚ましい成果の一部は 
かつて後れを取っていた 
地域や地方で 
達成されている

人間開発の格差を 
埋めることは必須だが 
将来の世代に 
現在と同等の機会、 
あるいはより良い機会を 
確保することも 
また必須である
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　第3に、人間開発報告書は、2030アジェンダ
と持続可能な開発目標（SDGs）の極めて強力な
アドボガシーの手段になり得る。そして SDGs
は今後、人間開発のアプローチと HDRの存在
感を高めていく格好のプラットフォームとなる。
 
それでもなお 
さまざまな人々の集団の間に 
基本的な欠乏が広がっている

　世界では9人に1人が空腹を抱え、3人に1人
が栄養不足の状態にある。7 毎年約1500万人の
少女が18歳未満で結婚している。これは2秒に
1人の割合である。8 世界では毎日1万8000人
が大気汚染に起因する病気で死亡し、9 毎年
200万人が HIVに感染している。10 また、平均
して1分間に24人が避難民になっている。11

　このような基本的な欠乏は、さまざまな集団の
間に広がっている。女性と少女、少数民族、先
住民、障がいのある人々、移民といった人々は
すべて、人間開発の基本的側面において欠乏を
抱えている。
　世界のすべての地域で女性の平均余命は男
性のそれを上回り、ほとんどの地域で女子の予
測就学年数は男子のそれと同様の水準にある。
しかしながら、人間開発指数（HDI）の平均値で
は、全地域で女性は男性を下回っている。格差
が最も大きいのは南アジアで、女性の HDI値は
男性を20%下回る。
　集団間の格差もある。たとえばネパールでは、
カースト集団のバラモンとチェトリの HDI値が
最も高く（HDI値0.538）、次いでジャナジャティ

（同0.482）、ダリット（同0.434）、イスラム教徒
（同0.422）となっている。格差が最も大きいの

図 2

人間開発のアプローチと2030アジェンダの分析上のつながり

出典：人間開発報告書室（HDRO）
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は教育水準で、人々の能力に著しい長期に渡る
影響を及ぼしている。12

　さまざまな集団の基本的な人間開発の不足は、
差別が原因で解消されないことも少なくない。
女性は特に機会の面で差別を受け、不利な結果

に行き着いている（図3参照）。
土地の権利や財産権など、女
性が生産のための資産に関し
て差別されている社会も多い。
その結果、開発途上国におい
て女性は土地所有者のわずか
10 ～ 20%にとどまっている。13

　少数民族などの集団は、しばしば教育や雇用、

行政・政治職から排除され、貧困や人身取引を
含む犯罪に遭いやすくなっている。ベトナムで
は2012年の数字で、少数派民族の51%が多
次元貧困の中で生活する一方、多数民族であ
るキン族やホア族では、その割合が17%にとど
まっている。14

　世界70か国で3億7000万人以上の先住民（自
己認識に基づく分類）も、法的枠組みや母語に
よる教育へのアクセス、土地や水、森林、知的
財産権へのアクセスにおいて差別と排除に直面
している。15

　何らかの障がいがある人は10億人を超える
と推計され、大半の社会で最も排除された集団

人間開発の欠乏は 
動的でもある。 
人間開発の低位の閾値を 
超えても、必ずしも 
人々が新たな脅威や 
将来の脅威から 
保護されることにはならない

図3

差別により女性の機会が限定されている

出典：人間開発報告書室（HDRO）
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の1つとなっている。そのような人々は社会的
な烙印を押されたり差別を受けたり、物理的ま
たは実質的にアクセスできない環境に直面して
いる。16

　現在、2億4400万人が母国の外で暮らして
いる。17 その多くは、生計の拡大と本国送金を
目的とする経済難民である。しかし多くの移民、
特に世界全体で6500万人に及ぶ住む場所を追
われた人々は、仕事も収入もなく、緊急人道支
援以外に医療や社会サービスが得られないとい
う極限的状況に身を置いている人々である。彼
らは受け入れ国で嫌がらせや憎悪、暴力の対象
にされることも少なくない。
　人間開発の欠乏は動的でもある。人間開発の
低位の閾値を超えても、必ずしも人々が新たな
脅威や将来の脅威から保護されることにはなら
ない。人々の選択肢が広がったところでも、そ
れらの選択肢の保証に対する脅威が存在する場
合もある。
　感染症、暴力、気候変動、自然災害が、貧困
から脱出した人々の前進をたちどころに覆しうる。
また、そうした人々が新たな人間開発の欠乏を
生み出すこともある。世界ではおびただしい数
の人々が気候変動に関連する自然災害や干ばつ、
それに起因する食料不足にさらされ、土壌の劣
化した土地で生計を立てている。
　現在の世代の人間開発の欠乏が次世代に尾
を引くこともある。親の教育と健康と所得は、
子どもに与えられる機会に大きな影響を及ぼす。

普遍的な人間開発には 
なおかなりの障害が残っている

　欠乏状態のままのグループは、地理的、政
治的、社会的、経済的に最も人間開発を達成し
にくい集団かもしれない。このような障害を乗
り越えるには、より大きな財源と開発援助、さ
らなる技術進歩、監視・評価のためのより良い
データが必要である。

　しかし、一部の障害は、社会的・政治的アイ
デンティティと社会的関係に深く根を下ろして
いる。公然たる暴力や差別的な法律、排他的な
社会規範、政治参加の不均衡、機会の偏在な
どである。これらを克服するには、個人と集団
の選択肢の中心に、グローバルな正義と持続可
能性に対する共感と寛容、道徳的な関与を位置
づける必要がある。人々は集団や利益の対立に
よって分裂した世界ではなく、互いに結びつい
たグローバルな全体の一部であるという意識を
持つべきである。
　普遍的な人間開発に向かって進むには、特定
の集団が排除される原因と力
学について意識と理解を高め
る必要がある。それは必然的
に国や地域によって異なる。
普遍的な人間開発の実現は可
能であるが、最初に基本的な
障害とさまざまな形態の排除を克服しなければ
ならない（図4参照）。
　意図の有無にかかわらず、排除は同一の結果
をもたらしうる。つまり、一部の人々が他の人々よ
りも大きな欠乏を抱え、自分の可能性を最大限
に実現するための機会が、すべての人に平等に
与えられないという結果である。集団間の格差は、
社会的につくられて維持される分離を反映して
いる。そのような分離は、望ましい結果と貴重
な資源に対するアクセスの格差の土台となるか
らである。排除の各側面とメカニズム、そして排
除の根拠にされる集団の性格もまた動的である。
　法的・政治的制度が集団の分離を固定化させ
るために使われたり、悪用されたりすることも
ある。その究極的な事例がレズビアン、ゲイ、
バイセクシュアル、トランスジェンダー、インター
セックスの人々の権利で、世界の73か国と5地
域で同性間の性行為が違法とされている。18 そ
れ以外にも、特定の集団のサービスや機会に対
するアクセスを阻む差別的な法律がある。
　社会の中での調和的な共存に資する社会規

普遍的な人間開発の実現は 
可能であるが 
まず最初に大きな障害と 
さまざまな形態の排除を 
克服しなければならない
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範がある一方で、差別的、偏見的、排他的な社
会規範もある。社会規範は多くの国で、一般的
に無償の家事労働の75%以上を担う女性と少
女の選択肢と機会を狭めている。19 女性はカフェ
やレストランへ行かないものだとされたり、さ
らには女性が男性の付き添いなしに旅行するこ
とがタブーとされている社会もある。20

　排除の最も直接的な手段が
暴力だろう。その動機は、政
治的権力の強化、エリート層の
権益保護、資源の分配に対す
る支配、領土や資源の獲得、

特定のアイデンティティと価値観の優越性に基
づくイデオロギーの推進などである。
　世界では現在、上位1%の最富裕層が世界の
富の46%を保有している。21 所得格差は人々の
福祉の他の側面の格差に影響を及ぼすが、影響

は逆方向にも働く。このような格差の中で、排
除された集団は社会に変革を求めようにも弱い
立場にある。排除された集団は主体性と発言力
が不足しているため、従来の方法で政策や立法
に働きかける政治的な影響力がほとんどない。
　グローバルな行動と協力が欠かせない時代に
あって、人々のアイデンティティは狭まっている。
ナショナリズムや民族主義が絡むアイデンティ
ティと結びついた社会的・政治的運動が、さら
に強まる様相にある。英国の欧州連合（EU）離
脱決定は、変化する世界に人々が疎外感を抱い
た場合のナショナリズムへの退行を示す最近の
事例の1つである。
　他者に対する不寛容は、法的・社会的な不寛容、
あるいは強制された不寛容といったどのような
形であっても、人間開発と普遍主義の原則の対
極に位置する。

所得格差は人々の 
福祉の他の側面の格差に 
影響を及ぼすが 
影響は逆方向にも働く

図4

普遍主義に対する障害

出典：人間開発報告書室（HDRO）

不寛容と排除
差別的な法律
社会規範
暴力

狭い自己認識
ナショナリズム
アイデンティティ

政治

交渉条件の
弱さ
不平等

発言力の不足

エリートの
社会支配

上位1%の人々の
力の高まり
多元主義の
欠如

普遍主義に
対する障害
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すべての人のための人間開発には 
いくつかの分析上の問題の 
見直しを要する

　人間開発には、私たちのあり方と行動の仕方
を決める選択肢の拡大を伴う。そのような選択
肢は、次のような基本的要素に支えられる。幅
広い選択肢があること、つまり私たちの能力。
私たちの価値観と選択肢を形成する社会的制約、
あるいは認知上の制約と、社会の規範および影
響力。選択肢と機会の形成に関わる、個人およ
び集団の成員としての私たち自身のエンパワー
メントと主体性。人々の可能性の実現に資する公
平な形で、主張の対立を解決する既存の仕組み。
　人間開発のアプローチは、このような概念を
明示する体系的方法を提供する。特に、さまざ
まな文脈で個人と集団に悪影響を及ぼしうる一
連の要素間の相互作用を明らかにするうえで、
人間開発のアプローチは大きな力になる。
　人権は人間開発の基盤であり、人間開発の分
析に有効な視点をもたらす。人権に責務を負う
関係機関は、人間開発を支えて向上させる存在
であり、社会が制度的に人間開発を実現できな
い場合には説明責任を負う。このような捉え方は、
人間開発の最小限の要件を越えるだけでなく、
是正措置のための強力なツールとしても機能し
うる。
　人間開発と人間の安全保障のアプローチを協
調させるうえで、人間の安全保障という概念は、
脅威とリスクと危機を深く理解することに力点
を置くべきである。その課題は、ショックに基
づくグローバルな脅威への対応と予防の文化の
推進のバランスを取ることである。
　主体性と福祉に関わる自由の一部分である発
言力と自律性は、人間開発に不可欠である。公
共の議論に参加して発言する能力と、自分自身の
生活と環境をつくり上げる主体的行動の能力は、
すべての人のための人間開発の根本をなす。こ
れまで人間開発のアプローチは、福祉に関わる

自由に大きく的を合わせてきた。しかし、福祉
が実現されたことに伴って、主体性に関わる自
由を重視することがますます重要になっている。
　人間開発は個人の自由だけでなく、集団や共
同体の自由を高めることでもある。最も取り残さ
れた人々や最も恵まれない人々にとって、集団
としての主体性は個人としての主体性よりも大
幅に強くなりうる。個人が独力で大きなことを成
し遂げることは少なく、集団的行
動を通じてしか力を発揮できない
かもしれない。
　アイデンティティは主体性と自
律性に影響する。人々は自分のア
イデンティティを自由に選ぶこと
ができる。これは認知や価値観、防御に関わる
重要な自由である。個人は、自分が大事だと思
う複数のアイデンティティの中から選択できる自
由をもたなければならない。そのような選択肢
を認識して尊重することが、多民族・多文化社
会における平和的な共存の前提となる。
　普遍的な人間開発には、3つのアイデンティ
ティの問題が関係する。第1に、取り残された
人々の間では複合的なアイデンティティをもてる
余地が限られ、そうした人々は自分が大事だと
思うアイデンティティを選ぶ自由を持ちにくい。
第2に、否応なく単一のアイデンティティを押
し付けられ、アイデンティティについて考えて
選択する自由を否定されると、過激主義や暴力
に行き着く恐れがあり、したがって人間開発に
対する脅威となる。そして第3に、アイデンティ
ティに基づく集団が限られた経済的・政治的な
資源と支配力の獲得を争い、恵まれない人々や
取り残された人々は負けてしまうことになる。
たいていの場合、社会的伝統によって形成され
た特権と従属に基づく選好の下で、社会の価値
観と規範は最も不利な立場にある人々に悪影響
を及ぼしている。
　一連の自由は相互依存の関係にあり、その相
互依存は強まっている可能性がある。たとえば、

主体性に関わる自由と 
福祉に関わる自由の 
一部分である 
発言力と自律性は 
人間開発に不可欠である
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職場を緑化する自由を行使する労働者は、清
浄な空気を得る同僚の自由に寄与するかもしれ
ない。しかし、1人にとっての自由が他の人々
の自由と衝突することもある。裕福な人は複数
階の家を建てる自由をもつが、それは貧しい隣
人から日照や風通しを奪うかもしれない。
　他の人々の自由の制限は、個人の自由の行使
の意図的な結果ではないかもしれないが、意図
的に他の人々の自由を制限する行動もある。裕
福な有力集団が他の人々の自由を抑え込もうと
するかもしれない。このことは多くの国で、富
裕層に有利な政策や司法制度のあり方、あるい
は社会制度の働き方に表れている。より公正な
社会をつくり出すにあたり、すべての社会がト
レードオフを行い、熟考した上での論議をふま
えて、動的に問題を解決していくための原則を
定めなければならない。
　持続可能な人間開発は社会的公正の問題で

ある。それは世代間の平等、つ
まり現在の世代と将来の世代の
自由に関係する。このように人

間開発のアプローチは、持続可能性を世代内
と世代間の両方の分配上の自由の問題として捉
える。

細かな評価の観点が 
すべての人への到達をもたらす

　開発に取り組む人々は、すべての人が人間開発
の前進による恩恵を受けられるようにするには、
地域や性別、都市部・農村部、社会経済的地位、
人種・民族などの細分類データが必要である
という点で、見解が一致している。しかし、その
ようなデータをどう確保するかについては、そ
れほど見解がはっきりしていない。特定の側面に
おける格差を浮き上がらせるには、どのような
細分類データが必要なのか。社会の排除や疎
外のプロセスに関するある程度の理解がなけ
れば、その見極めは難しいだろう。政治的、社

会的、文化的な受け止め方が排除や疎外を悪化
させうる。
　性別による内訳データは、ジェンダー平等と
女性のエンパワーメントに不可欠である。だか
らこそ2030アジェンダ、特に持続可能な開発
目標（SDGs）の「目標5」─すべての女性と少
女のジェンダー平等とエンパワーメントの実現
─は、性別データの整備に焦点を合わせている。
　主体性に関わる自由は人間開発の不可欠な一
部分でありながら、人間開発のアプローチは伝
統的に主体性よりも福祉に焦点を合わせてきた。
それは人間開発指数（HDI）を見ればわかる。しか
し、主体性は本質的に福祉よりも測定が難しい。
　福祉に関わる自由と主体性に関わる自由は、
一般的に正の関係にある。このことは、人間開
発のこの2つの側面が完全な相関関係にはない
までも、相互に補完し合う関係にあるというこ
との裏付けになる。言い換えれば、各国の社会
は主体性（発言力と自律性の面での）を達成する
ことなしに、高い水準の平均的能力、つまり福
祉を達成した可能性がある。
　社会進歩指標22 や世界幸福度指標23、より良
い暮らし指標24のような人間の福祉の他の指標は、
福祉がすべての人に行き渡っているかどうかの
評価に役立ちうる。ブータンの国民総幸福指数25

のように、一部の国は福祉や幸福の主観的指標
を援用している。
　すべての人のための人間開発には、リアルタ
イムのデータやダッシュボードのような革新的
な観点によるデータの集成や提示も必要となる。
色分けされた表によるダッシュボードは、さま
ざまな開発指標の水準と変化を示すことができ、
したがって人間の福祉の評価に効果を発揮し
うる。それと同時に、新技術による情報の生成
と拡散に、より多くの人を引き入れる包摂的な
プロセスも広がることになる。
　2013年に国連事務総長の「持続可能な開発
に関するハイレベル・パネル」が、持続可能な
開発のためのデータ革命を求め、市民が入手で

持続可能な人間開発は 
社会的公正の問題である
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きる情報と統計の質を高める新たな国際的イニ
シアティブを提起した。26 ビッグデータは、さま
ざまな組織が新技術を用いて収集した構成化
データおよび非構成化データを含む大量のデー
タを処理し、従来のデータと統計に新しい視点
をもたらすことができる。

主要な政策オプション

　国レベルでの4本柱の政策アプローチによって、
人間開発をすべての人に普遍的な政策を行き渡
らせることができる（図5参照）。第1に、取り残
された人々に到達させる必要があるが、政策に

取り残された人々に
対する手当て
─国レベルの
政策オプション

積極的な
差別是正措置の

活用 取り残された
集団の

人間開発の
推進

人権の擁護

司法制度への
アクセスの確保

包摂の推進

説明責任の
確保

気候変動への
取り組み紛争後状況に

おける人間の
福祉の維持

暴力との闘いと
人々の
安全確保

感染症、
ショック、
リスクへの
対処

社会的保護の
推進

人間開発の
優先課題の
ための
資源の動員

ライフサイクル
の能力強化
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機会拡充
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特別なニーズをもつ集団のための施策追求

図5

取り残された人々を手当てする国レベルの政策
─4本柱の戦略
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おける普遍主義は現実的に難しい課題である。
たとえば、国が医療を普遍的に提供しようとし
ても、誰もがアクセスできる医療センターを国
内全域に設置することは地理的要因に阻まれる
かもしれない。したがって普遍的な人間開発の
政策は、取り残された人々に行き届くように修
正を加えることが必要となる。
　第2に、普遍的な政策に焦点を合わせた場合
でも、一部の人々の集団は満たされない特別な
ニーズを抱えている。そのような状況には特定
の施策と配慮が求められる。たとえば障がいの
ある人々は、移動や参加、就労機会を確保する
施策を必要とする。
　第3に、人間開発の成果は人間開発が持続す

ることを意味しない。人間開発の前進はショック
や脆弱性によって減速、あるいは後退するかもし
れず、基本的な人間開発しか達成されていない
人 と々それすらも達成されていない人々に影響が
及ぶ。したがって、人間開発は強靱でなければ
ならない。
　第4に、取り残された人々をエンパワーメント
する必要がある。政策が成果を上げない場合に、
そのような人々が声を上げて自分たちの権利を
求め、状況を是正できるようにするためである。
　グローバル化が進んだ世界において、普遍的
な人間開発のための国レベルの政策は、人間開
発を高める公正な世界レベルの仕組みによって
補われなければならない。

　普遍的な政策に新たな方向づけを行うことで、
取り残された人々の人間開発の不足を減らすこ

とができる。そのために不可欠な
のが、包摂的な経済成長の追求、
女性の機会拡充、ライフサイクル
の能力強化、人間開発の優先課
題のための資源動員である。

包摂的な経済成長の追求

　人間開発がすべての人に行き渡るためには、
包摂的な経済成長が求められる。その柱にな
るのが、互いに補い合う雇用主導の成長戦略の
策定、金融包摂の促進、人間開発の優先課題
への投資、影響力の大きい多角的介入の着手

（ウィン＝ウィンの戦略）の４つである。
　雇用主導の成長戦略は、次のような施策に重
点を置くだろう。雇用中心の開発に対する障害
の除去。非公式労働に対する規制の枠組みの
策定。大企業と中小企業のつながりの強化。特
に農村部など貧しい人々が生活と仕事をする部

門の重視。雇用創出のための公共支出における
資本と労働力の配分の調整。
　貧しい人々の金融包摂は、取り残された恵ま
れない集団に対する銀行サービスの拡大、簡素
な手続きの採用、金融包摂を推進するための先
端技術の活用など、いくつかの施策によって高
められる。携帯電話による銀行口座をもつ成人
の割合は世界全体で2%であるのに対し、サハ
ラ以南のアフリカでは12％に達している。27

　人間開発の優先課題に的を絞った投資によっ
て、取り残された恵まれない人々に低費用で質
の高いサービスとインフラを提供できる。
　貧しい人々がサービスに効果的にアクセスで
きるようにするためには、費用が手の届く範囲
内にあることと、文化的な慣習に適応すること
が求められる。ニカラグアでは、自転車で運べ
る安価な超音波診断装置が妊婦の健康管理に
役立っている。28 農村部の産科・小児科診療所
に男性医師しかいないことは、女性と少女の診
療所の利用を妨げる要因となる。
　人間開発の優先事項に対する投資は、強い複

普遍的な政策を用いて、取り残された人々に到達する

人間開発がすべての人に 
行き渡るためには 
包摂的な経済成長が 
求められる
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合的効果をもたらす。学校給食を例に取れば、
家庭に対する教育上の支援という社会的保護、
危機時の子どもの食糧確保、栄養の摂取（貧し
い国では、しばしば学校給食だけが常時栄養の
ある食事である）、子どもを就学・通学させること
への強い動機づけなどの効果を生む。ボツワナ、
カーボヴェルデ、コートジボワール、ガーナ、ケ
ニア、マリ、ナミビア、ナイジェリア、南アフリカ
のデータが、このような恩恵を実証している。29

　特に道路と電力など、農村部のインフラも優
先事項である。農村部の道路整備は、移動費用
の低減、農家の市場へのアクセス、労働者の移
動のさらなる自由、学校や診療所へのアクセス
の促進などが可能になる。グアテマラと南アフ
リカでは、農村部での電化が恵まれない集団の
雇用の向上につながっている。30

　資産の再分配も、取り残された人々を成長プ
ロセスに引き入れるのに役立ちうる。人的資本
は1つの資本であり、教育水準の格差は、貧し
い人々が生産性の高い成長プロセスに加わるこ
とを阻害する。教育の民主化、特に高等教育の
民主化が貧しい出身の人々に恩恵をもたらす。
　同様に、地方レベルで開発に取り組むことも
複合的な効果をもたらしうる。地方の開発計画
の策定と実施の権限を自治体に委ねることで、
地元コミュニティの希望を計画に反映させるこ
とができる。財政の地方分権も自治体を力づけ、
独自の歳入を得ることにより中央政府の補助金
への依存が弱まる。しかし、このようなローカ
ルなアプローチが取り残された人々の人間開発
に資するためには、人々の参加と地方の行政能
力の拡充も求められる。

女性のための機会の拡大

　ジェンダー平等と女性のエンパワーメントは、
人間開発の基本的側面である。人類の半数が人
間開発の前進の恩恵を受けていないのだから、
普遍的な開発ではない。

　少女と女性への投資は多角的な恩恵をもた
らす。たとえば、開発途上国の女子の中等教育
修了率が100%であったとしたら、5歳未満児
の死亡率は半減することになる。31 女性は高等
教育への進学支援も必要としている。特に、今
後の高度な仕事に需要が増す科学、技術、工学、
数学が重要分野である。
　女性は、家庭外での有償の雇用と家庭内で
の無償労働を両立させ、生産と生殖における役
割のバランスを取る必要もある。柔軟な就業形
態と、デイケアセンターや放課後プログラム、
老人ホーム、長期ケア施設などの充実したケア
の選択肢によって、女性の選択肢を広げること
ができる。
　女性の起業を促す施策には、
女性の土地所有に対する障害を
なくす法的枠組みの確立が含ま
れる。土地は特に農業で重要な
資産である。したがって、女性を受け入れるた
めの土地政策や立法、行政の変更が必要であり、
新しい規則が施行されなければならない。
　ガラスの天井は、多くの場所でひびが入って
いるとはいえ、打破にはほど遠い。選考と採用
における性別要件と就業継続を動機づける仕組
みによって、公共部門と民間部門で女性の割合
を高めることができる。経営幹部職への昇進基
準は、同一労働・同一賃金の原則に基づき男女
同一でなければならない。優秀な女性幹部社員
をロールモデルやスポンサーにすることにより、
メンター制度やコーチング、スポンサーシップ
で職場における女性のエンパワーメントを高め
ることができる。

ライフサイクルに沿った能力の構築

　人間開発が取り残された人々に行き渡るよう
にするには、ライフサイクル（生涯過程）のレン
ズを通して能力の構築を捉える必要がある。人々
は生涯の段階ごとに、様々な種類の脆弱性に直

人類の半数が 
人間開発の前進の恩恵を 
受けていないのだから 
普遍的な開発ではない
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面するからである。
　労働力に加わる若い人々に開かれている機会
に見合う技能を、すべての子どもが獲得するこ
とができる場合、持続的な人間開発が達成され
やすくなる。あらゆる場所のすべての子どもが、
就学前教育を含む学校教育の全課程を修了でき
るようにするために必要とされるものに関して、
強い関心が正しく向けられている。世界銀行は、
就学前教育に充てられる1ドルごとに、より健
康で生産性の高い労働力という形で6～17ドル
の社会的恩恵が生まれることを確認している。32 
ガーナは現在、教育制度に2年間の就学前教育
を含めている。中国は、すべての子どもに就学
前教育の施設を提供することを検討している。33

　若い人々のエンパワーメントには、政治と経
済の両面における行動が必要である。政治面
では、少なくとも30か国が国や都市、村、学

校で何らかの種類の非成人
による議会制度をもってい
る。34 このように、政府の支
援による諮問制度や青少年
の議会、円卓会議など、さ
まざまな形の参加を通じて、
若い人々の意見が政策立案
に組み入れられている。

　経済面では、若い人々のための新しい機会の
創出と、そうした機会を生かすための技能を若
い人々に備えさせることが必要である。今日の
経済において重要な技能の3分の1以上が、
2020年までに変わってしまう見通しにある。35 
21世紀のための技能の獲得は、生涯にわたる「4
つの C」の学習の一部分でなければならない。
すなわち、批判的思考（critical thinking）、協働

（collaborating）、創造（creating）、コミュニケー
ション（communicating）である（図6参照）。
　高齢で体が弱った人々のための主要な施策
には、高齢者ケアの提供における公的部門と民
間部門の連携、非拠出型社会年金（ブラジルの
制度のような）を通じた高齢者の社会的保護の
強化、36 子どもの教育やケアの仕事、ボランティ
ア活動など、高齢者が貢献できる分野における
機会の創出などがある。

人間開発の優先課題のための資源の動員

　人間開発の優先課題のための資源動員の選
択肢は、財政余地の創出から気候変動ファイナ
ンスの活用、貧しい人々に恩恵をもたらしてい
ない補助金の削減、資源の効率的な活用に至る
まで幅広い。

人間開発の優先課題のための 
資源動員の選択肢には 
財政余地の創出から 
気候変動ファイナンスの活用 
貧しい人々に恩恵を及ぼして 
いない補助金の削減 
資源の効率的な活用に 
至るまで幅広い

図6

21世紀の技能

出典：人間開発報告書室（HDRO）
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　財政余地は、政府開発援助（ODA）、国内歳入、
赤字財政（国内および国外からの借り入れによ
る）、支出の優先順位と効率性の改善の4つの
柱からなる。財政余地の拡大または再構築に4
つのどれを用いるかの選択は、主としてその国
の特徴によって決まる。ガーナは2009年、政
府予算に占める保健支出の割合は安定していた
にもかかわらず、保健予算拡大のための徴税強
化を検討した。37

　海外からの本国送金の統合と合理化も、人間
開発の優先課題のための財源確保につながり
うる。バングラデシュやヨルダン、フィリピン
のような本国送金の規模が大きい国では、送金
銀行を設立できる。相手国側との協議をふまえ
て、簡素で透明な合法的送金の仕組みを整える

ことが可能である。
　二酸化炭素の排出量が少ない後発開発途上
国（LDCs）では、気候変動ファイナンスによって、
気候変動に対して強靭な生計の拡大、水および
衛生設備の改善、食料の安定供給の確保を図
ることができる。このような投資は狭義の気候
変動適応プログラムを超え、気候変動に対する
経済と社会の強靱性を長期的に高めることによ
る人間開発の達成にも的を合わせる。
　化石燃料に対する補助金の廃止も、人間開発
のための財源確保につながりうる。さらに、資
源の利用効率の改善も追加財源の創出に等しい。
たとえば遠隔医療は、どこにいる患者にも医療
的助言や治療の選択肢を伝えることができ、し
たがってサービス提供の費用を減らせる。

　一部の社会的集団（少数民族、先住民、障が
いのある人々）は、制度化された差別を受け、し
たがって取り残されている。このような人々が
人間開発において平等な成果を達成できるよう
に、特別の施策が必要とされる。

積極的な差別是正措置の活用

　積極的な差別是正措置（アファーマティブ・
アクション）は、長く残る歴史的な集団間格差
や集団差別を正す重要な手段となっている。た
とえば、高等教育での少数民族の入学枠や、金
融システムを通じた公的助成による融資に対す
る女性起業家の優遇措置といった形を取る。
　積極的な差別是正措置は、女性国会議員の
比率の上昇につながっている。1995年の第4
回世界女性会議の「北京宣言及び行動綱領」を
受けて、一部の国が女性国会議員の比率を高め
るためのクオータ制（性別による一定の割当制）
を採用し、女性の立候補に自信と動機づけを与

えている。議会下院で女性が議席の64%を占
めるルワンダが輝かしい事例である。38

取り残された集団のための人間開発の推進

　アイデンティティとニーズが大きく異なるにも
かかわらず、少数民族や先住民、障がいのある
人々、HIV感染者・エイズ患者、レズビアン、
ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、
インターセックスの人々などの取り残された集
団は、差別や社会的烙印、危害を加えられる恐
れなど、しばしば同様の制約に直面している。そ
の一方で、それぞれの集団は、人間開発の前進
に恩恵を受けるうえで満たされなければならない
特別のニーズを抱えてもいる。
　少数民族や障がいのある人々など、一部の脆
弱な集団は反差別などの権利が憲法や他の法律
で保障されている。同様に、カナダやニュージー
ランドのように先住民を守る特別な規定も少なく
ない。39 ところが、効果的な実施の仕組みや法

特別なニーズをもつ集団のための施策の追求
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律上の完全な平等を欠いているケースが多い。
国の人権委員会や特定集団のための委員会が

監視にあたり、そのような集団
の権利の侵害を防ぐことがで
きる。また、レズビアン、ゲイ、
バイセクシュアル、トランス
ジェンダー、インターセックス
の人々の差別や虐待をなくす
には、そのような人々の人権
を保護する法的な枠組みが必
要である。

　脆弱なグループに対して、自分たちの生活を
形成するプロセスへの参加を確保する必要が
ある。たとえば、国会における少数民族への議
席割り当てや先住民の代表の参加は、自分たち
の問題を訴えることを助ける1つの方法である。
一部の先住民は、諮問機関として自らの議会や
評議会をもっている。ニュージーランドは先住
民の国会参加に最も長い歴史をもつ。40

　障がいのある人々には、包摂と適応独立した
生活や雇用の獲得、社会貢献のためのエンパ
ワーメントに不可欠である。障がいのある人々の
技能開発のために、特定の職業訓練プログラム
が実施されるべきである。自営のための融資や
携帯機器を通じての情報提供など、生産資源へ
のアクセス拡充が自営の助けになる。技術を含
む適切なインフラによって、障がいのある人々
の移動性を高めることができる。
　移民と難民は受け入れ国において脆弱な集団
であり、移民の新しい性質と事態の進展に対応
する各国の施策が求められる。各国が難民、特
に難民人口の大きな部分を占め、最大の犠牲者
となっている女性と子どもを保護する法律を制定
するべきである。難民の通過国と目的国は、難民
の子どもに対する学校教育など、住む場所を追
われた人々に必要不可欠な公共財を提供するべ
きである。目的国は一時的就労に関する政策を策
定し、難民に食料などを提供する必要がある。

　人間開発の前進は往々にして、世界的な感染
症の流行、気候変動、自然災害、暴力、紛争な
どのショックによって脅かされると、停滞ある
いは消滅する。取り残された脆弱な人々が最大
の犠牲者である。

感染症、ショック、リスクへの対処

　抗レトロウイルス療法の普及により大きな前
進が達成されたが、今も1800
万人が HIVに感染しながら抗レ
トロウイルス療法を受けられず
にいる。41 性別に基づく暴力にさ
らされ、情報と医療へのアクセ
スが限られやすい若い女性は、

拘束された者や性産業従事者、薬物使用者、ト

ランスジェンダーの人 と々ともに最も危険にさらさ
れている。それでも、女性と子どもの感染率の
削減と治療へのアクセス拡大に成果がみられる。
　相互のつながりが増す一方の世界にあって、
生じうる保健分野における危機への備えが優先
課題となっている。最近のジカウイルスの感染拡
大が好例である。ジカウイルスの拡大に対して、
世界の国々はそれぞれが異なる対応を取った。
コロンビアやドミニカ共和国、エクアドル、ジャ
マイカなど感染拡大のさなかにある国々は女性
に妊娠を先延ばしするよう勧告した。42 ブラジル
では、ジカウイルスと闘うために新種の蚊が放た
れ、蚊のコントロールに関する教育とジカウイル
スのリスクの警告に軍人が全国に派遣された。43

　さらに最近では、世界保健機関（WHO）が60
以上のパートナーの協力を得て策定した戦略的

人間開発を強靭にする
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な対応計画に見直しが加えられ、研究、発見、
予防、ケア、支援に重点が置かれた。44

　災害に対する強靱性の構築をすべてのレベル
の政策やプログラムに組み入れることによって、
災害の危険を減らし、特に貧しい人々に対する
影響を抑えられる。2015年の第3回国連防災
世界会議を受けて国連総会で承認された「仙台
防災枠組2015-2030」の中心に、革新的なプ
ログラムが据えられている。

暴力との闘いと人々の安全確保

　暴力の原因は複雑であり、したがって次のよ
うな多角的なアプローチを必要とする。公正と
暴力のゼロトレランス（不寛容）に基づく法の支
配の推進、暴力多発地帯での地方政府とコミュ
ニティの警察・法執行要員の強化。暴力とその
犠牲者のための対応策と支援サービスの確立だ。
　効力をもつ政策オプションには、質の高いイ
ンフラの整備、犯罪多発地区での公共交通機関
の改善、都市部の最貧困地区での住宅整備、社
会的一体性に対する若者の関与を強化を強化す
るために、犯罪に代わり得る社会経済的な選択
肢の提供などが含まれる。

紛争後状況における人間の福祉の維持

　政治に関わる側面では、機構の変革がカギと
なる。それにより、コミュニティの警察活動を
通じた人々の安全確保、迅速な統治行動（処理
手続きの迅速化など）、元戦闘員の武装解除と
社会復帰が確保される。
　経済に関わる側面では、基本的な社会サービ
スの再開、多数の目標をカバーする保健部門に
対する支援、公共事業計画への着手、的を絞っ
たコミュニティベースのプログラムの立案と実
施（子どもが教育へのアクセスを失わないよう
にするための臨時校舎の開設など）が、開発の
継続に向かうカギとなる。

気候変動への対処

　気候変動は、取り残された貧しい人々の生活
と生計に危険を及ぼす。気候変動への対処には、
まず3つの初期の政策措置が必要である。その3
つとは、炭素排出の価格付け（排出量取引制度
や炭素税を通じて）、排出量の削減、クリーンな
代替策への投資である。約40か国と20を超える
都市や州、省が炭素の価格付けを用いている。45

　燃料への課税や化石燃料に対する補助金の
廃止、「炭素の社会的コスト」規制の導入は、炭
素に適正な価格付けをするより間接的な方法で
ある。各国は化石燃料に対する補助金の段階的
な廃止により、貧しい人々に対する的を絞った
支援など、予算を最も必要性が高く最大の効果
を生むところへ振り向けることができる。
　価格の適正化は方程式の一部分にすぎない。
特に開発途上国において、都市は急速に拡大し
ている。交通と土地利用に関する慎重な計画や
エネルギー効率基準の確立により、都市は持続
不可能なパターンにはまることを避けられる。
大気汚染を減らしながら、貧しい人々に仕事と
機会へのアクセスを開くことは可能である。
　エネルギー効率の改善と再生可能エネルギー
の拡大は必須である。国連の「すべての人の
ための持続可能エネルギー」イニシアティブは、
2030年までに3つの目標を定めている。その3
つとは、近代的なエネルギーに対する普遍的ア
クセスの実現、エネルギー効率の改善率を2倍
に高めること、世界のエネルギー構成における
再生可能エネルギーの割合を2倍にすることで
ある。すでに多くの国で実用規模の再生可能エ
ネルギー利用が、化石燃料による発電所よりも
低コストか同等のコストになっている。46

　気候変動対応型農業は、炭素吸収源を生み
出して炭素の純排出量を減らすと同時に、農家
の生産性と強靱性の向上に資する。世界の肺に
あたる森林は、炭素を吸収して土壌や木の幹や
葉に炭素を貯蔵する。
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　貧困と環境の関係は複雑だが、取り残され
た人々にとって極めて重大な意味をもち、その
関係に焦点を合わせることも重要である。貧し
い人々は環境の悪化を引き起こすことはまれで
ありながら、環境の悪化による大きな負荷を受
けている。コミュニティの共有財（たとえば共
有の森）を保護する政策によって、貧しい人々
の権利と資格を確保できる。また、貧しい人々
に再生可能エネルギーを提供することにより、
貧しい人々の生活が頼る生物多様性を改善し、
貧困と環境悪化の悪循環を反転させることがで
きる。

社会的保護の推進

　取り残された人々に対する社会的保護を拡大

する政策オプションには、社会的保護プログラ
ムの追求、社会的保護と適正な雇用戦略の重ね
合わせ、生活所得の提供が含まれる。
　「社会的保護の土台」（社会的保護基盤）によっ
て、すべての人に最低限の医療や年金などの社
会的権利を確保することができる。公共事業計
画を通じた雇用の創出は、所得の創出による貧
困の削減、実体的なインフラの構築、貧しい
人々のショックからの保護につながりうる。バ
ングラデシュの「公共資産のための農村部雇用
機会」プログラムが好例の1つである。47

　雇用市場から独立した市民のための基礎所
得保障も、特に恵まれない集団などの社会的
保護の手段として、各国が実験的に取り組んで
いる政策オプションである（たとえばフィンラ
ンド48）。

取り残された人々を力づける

　政策が取り残された脆弱な人々に福祉をもた
らしていない場合や、誰をも置き去りにしない

社会機構が確立されていない場合
には、取り残された人々が権利を
主張できるようにするための手段
や是正の仕組みがなければなら
ない。取り残された人々は人権の
擁護、司法制度へのアクセスの
確保、包摂の推進、説明責任の

確保によって力づけられる必要がある。

人権の擁護

　すべての人のための人間開発には、差別是正
と人権保護の能力と権限と意思をもつ強力な国
家の人権機関が必要である。人権委員会とオン
ブズマンが権利の侵害に関する訴えを扱い、市
民社会と政府に人権に関する啓発を行い、法制
改革を提言する。

　しかし、そうした権利の擁護にあたる各国の
委員会には相違があり、各国の機構も実施能力
の差があり、説明責任の仕組みが欠けている場
合がある。機構上の欠点は別にして、開発を人
権として扱うことが一部の側面と文脈における
欠乏の削減に寄与している。
　結びつきを強める世界において、国家中心の
説明責任モデルは、非国家主体の義務と国境を
越える国家の義務にも拡大されなければならな
い。十分に確立された国内の仕組みと、より強
力な国際的行動がなければ、人権を普遍的に実
現することはできない。

司法制度に対するアクセスの確保

　司法制度に対するアクセスとは、人々が公式
または非公式な司法機構を通じて是正を追求・
獲得する能力のことである。
　貧しく恵まれない人々は、認識や法的知識の

人々は人権の擁護 
司法制度への 
アクセスの保証 
包摂の推進 
説明責任の確保によって 
力づけられなければ 
ならない
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不足も含めて大きな障害に直面し、さらに構造
的・個人的な疎外も受けている。貧しい人々は
公共サービスに対する適正なアクセスを欠き、
その公共サービス自体も往々にして利用に料金
や手間がかかり、しかも資金や人員、設備が大
きく不足している。警察署と裁判所は遠隔地に
はない場合もあり、貧しい人々が法的手続きの
費用を負担できることも少ない。準司法的な仕
組みにもアクセスできなかったり、不利な扱い
になる場合がある。
　先住民や人種的・民族的マイノリティの司法
に対する障害は、歴史的な従属的地位や、法的
枠組みと司法制度の偏りを強化する社会政治的
システムから生まれている。

包摂の推進

　すべての人のための人間開発には、開発に関
する議論とプロセスにすべての人を含めること
が必要である。
　技術やソーシャルメディアの発展を受けて、
グローバルな新しい組織形態や通信手段が生ま
れている。サイバー行動主義を通じて草の根の
運動を動員し、人々や集団の意見表明を促すこ
とができるようになっている。公的な意思決定
に対する市民関与の質を高めて範囲を広げるこ

とには、市民教育や能力構築、政治的対話が関
係する。

説明責任の確保

　特に取り残された人々の権利の保護など、人
間開発がすべての人に行き渡るようにするうえで、
説明責任は中心的な意味をもつ。
　社会機構の説明責任を確保する1つの大きな
手段が、情報に対する権利である。1990年代
以降、民主化の進展や市民社会組織の積極的
な政治参加などを受けて、50か国以上が情報
に対する権利を保護する新たな仕組みを採用し
ている。49

　情報に対する権利には、その情報を公的な世
論形成に利用する自由、政府に説明を求める自
由、意思決定に参加する自由、表現の自由の権
利を行使する自由が求められる。説明責任の確
保に情報通信技術（ICT）がますます活用される
ようになっている。
　サービスの利用者とサービス提供者の間で説
明責任に関して直接的な関係を確立するために、
公的支出の追跡調査や市民報告カード、スコア
カード、社会監査、コミュニティの監視など、
政府機関に説明責任を履行させるための市民参
加が活用されている。

　私たちは、人間開発の成果が国レベルの活
動だけでなく世界レベルの構造や出来事、取り
組みによって決まるグローバル化した世界に生
きている。この現在の世界的制度の設計上の欠
点が、人間開発に3つの側面で課題を突きつけ
ている。第1に、グローバル化が不平等な形で
広がっているために、一部の層の人々の前進が
速まる一方で貧しく脆弱な人々が取り残されて

いる。第2に、グローバル化は、そのような取
り残された人々を経済的に不安
定にしている。そして第3に、人々
は長引く紛争に苦しめられてい
る。端的に言えば、これらすべて
が各国の努力を阻害・制限し、
すべての人のための人間開発に
障害を生み出している。

グローバルな機構改革とより公平な多国間システムが、
すべての人のための人間開発の達成を助ける

グローバルな機構改革は 
グローバル市場の規制や 
多国間機構の統治 
グローバルな 
市民社会の強化 
を含む必要がある
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　グローバルな機構改革は、グローバル市場の
規制や多国間機構の統治、グローバルな市民社
会の強化など幅広い分野をカバーし、それぞれ
の分野で具体的な行動を反映する必要がある。

グローバル経済の安定化

　改革の焦点は通貨取引と資本移動、マクロ経済
政策と規制の協調に置くべきである。1つの選択
肢は、国境を越える取引に対する多国間の課税。
もう1つは、各国による資本規制の活用である。

公正な貿易・投資ルールの適用

　人間開発と持続可能な開発目標（SDGs）の達
成に資するモノ・サービス・知識の貿易拡大のた
めのルール設定を、国際的なアジェンダにするべ
きである。このアジェンダを進めるうえでカギと
なる改革には、世界貿易機関（WTO）のドーハラ
ウンドの妥結、グローバルな知的財産権制度の
改革、グローバルな投資家保護制度が含まれる。

公平な移民制度の導入

　必要とされる施策は、移民の権利保護と機会
拡大のための戦略の強化、（自発的な）経済移民
に関するグローバルな連携、住む場所を追われ
た人々の難民認定の保証を促すグローバルな仕
組みの確立である。国際移住機関（IOM）は2016
年9月に国連システムに正式に加わり、その仕
事と活動の拡大と前進が見込まれる。

多国間機構の平等性と正当性の向上を保証する

　多国間機構の代表構成と透明性、説明責任を
吟味すべき時が来ている。多国間
機構の平等性と正当性を高めるた
めの政策オプションとしては、多
国間組織における開発途上国の代

表の発言力の強化、多国間組織のトップの任命
における透明性の改善、人々を中心に置く目標
の達成に向けた協調と効率の改善などがある。

税制調和とグローバルな金融監視

　グローバルな情報の自動的な交換（たとえば
グローバルな金融取引記録）を目指すことにより、
税当局と規制当局による所得の追跡と不正資金
の流れの発見が促される。そうした資金は人間
開発のために充てられうる。このためには、各
国の情報処理の技術的能力を高めることと、脱
税や課税逃れ、不正資金に対する積極的な政
策が求められる。

グローバル経済を持続可能にする

　国レベルでの持続可能な開発の取り組みは、
グローバルな行動によって補われなければなら
ない。地球温暖化を抑えることは可能である。
1990年代のオゾン層の破壊を食い止めるため
の活動のように、グローバルな協調行動は過去
に大きな実績がある。
　さまざまなステークホルダー（国際開発金融
銀行を含む）から支持を集めるうえで、気候変
動に対処して環境を守ることの必要性を訴え、
コミュニケーションを継続することが不可欠で
ある。最近設立された新開発金融銀行は、クリー
ンエネルギー関連のプロジェクトを優先する方針
を明示している。

十分な資金をもつ多国間主義と協力の確保

　国際開発金融銀行と地域開発銀行は、グロー
バル化に伴ういくつかの課題への対処に今より
も大きな貢献が可能である。伝統的なドナーに
よる政府開発援助（ODA）の拡大、南南協力と
三角協力を通じた開発途上国の参加拡大、資金
調達の革新的手法の追求が有効となる。

多国間機構の 
代表構成と透明性 
説明責任を吟味すべき 
時が来ている
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人々の安全をグローバルに守る

　人間開発の観点から、人道的な緊急事態と人
道危機における支援は倫理的な義務である。そ
のような場合に関して提案される解決策としては、
ショックへの短期的な対応に加えて予防を図る
ための既存の仕組みの再編、フィールド活動の
優先、市民社会および民間部門との内部的・外
部的調整の改善などがある。

グローバルな市民社会の参加の拡大と
向上を促す

　市民社会の潜在能力を活用するには、次のよ
うな事柄が求められる。多国間機構に対する市
民社会の参加の仕組みを拡大すること。多国間
機構の透明性と説明責任を高めること。女性や
若者、少数民族などの集団に焦点を合わせて、
世界規模の包摂的な市民社会ネットワークを推
進・支援すること。積極的な透明性の仕組みを
通じて、情報と知識の自由な流れを広げること。
国際的な調査報道の活動を保護することである。

行動アジェンダ

　すべての人のための人間開発は夢ではなく、
実現可能な目標である。私たちは、これまでに
達成したことの上に、さらに積み重ねていくこ
とができる。課題克服の新しい可能性を探るこ
ともできる。かつては達成不可能と思われてい
たことの達成も可能である。今日の困難も明日
には克服されうる。希望の実現は手の届く範囲
にある。コロンビア大統領で2016年ノーベル
平和賞受賞者のフアン・マヌエル・サントス氏が、
平和で繁栄する世界の実現という希望の現実性
を確認している（23ページの「特別寄稿」参照）。
　2030アジェンダと持続可能な開発目標（SDGs）
は、すべての人のための人間開発へ向かってい
くうえで必須のステップである。本報告書は分

析と知見に基づき、すべての人のための人間開
発を保証するための5本柱の行動アジェンダを
提言する。政策課題からグローバルな取り組み
までを網羅する行動アジェンダである。

人間開発の不足に直面している人 を々特定し、
その居場所をマッピングする

　人間開発の前進から取り残されている人々を
特定し、その居場所をマッピングすることは、
有用な支援活動と効果的な政策立案に不可欠
である。取り残された脆弱な人々の福祉を向上
させるうえで、そのようなマッピングは、開発
に携わる活動家らが政府に行動を求め、政策当
局を政策の立案・実施へ導くことを助ける。

一貫性をもつ幅広い政策オプションの追求

　すべての人のための人間開発には、次のよう
な国レベルの多角的な政策オプションが求めら
れる。普遍的な政策を用いて、取
り残された人々に到達すること。
特別なニーズをもつ集団のための
施策を追求すること。人間開発を
強靱にすること。取り残された人々
を力づけること。
　各国の状況は相異なり、したがって政策オプ
ションは個々の国ごとに仕立てなければならない。
各国の政策は、複数のステークホルダーの関与、
地方および国に準じるレベルでの調整、水平的

（部門横断的）および垂直的な整合性（国際・世
界レベルでの一貫性）を通じて、追求される必
要がある。

ジェンダー・ギャップを縮める

　ジェンダー平等と女性のエンパワーメントは、
人間開発の基本的側面である。ジェンダー・ギャッ
プは能力と機会に存在し、人類の半数がもつ可

2030アジェンダと 
持続可能な開発目標は 
すべての人のための 
人間開発へ向かう 
必須のステップである
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能性の完全な実現へ向かう前進は依然として遅
すぎる。
　2015年9月、ニューヨークで開かれた歴史的
な会合で、世界の指導者約80人が2030年まで
に女性に対する差別に終止符を打つことを誓
約し、速やかな変革をもたらすための具体的で
測定可能な行動の計画を発表した。50 今こそ、
交わされた約束と合意を実行すべき時である。

持続可能な開発目標など、
グローバルな合意の実施

　持続可能な開発目標（SDGs）は、それ自体と
して極めて重要であると同時に、すべての人の
ための人間開発にも極めて重要である。2030
アジェンダと人間開発のアプローチは相互強化の
関係にあるからである。さらに SDGsの達成は、
すべての人が人生における自己の可能性を完全
に実現することへの重要な1歩となる。
　気候変動に関する歴史的な「パリ協定」は、

先進国と開発途上国の両方を共通の枠組みで捉
える初の取り組みで、すべての国に最大限の努力
と今後の取り組み強化を促すものである。2016
年9月の国連難民サミットは、難民と移民をめ
ぐる問題への対応と今後の課題への準備に関し
て大胆な公約をまとめ上げた。国際社会、各国
政府、その他すべての関係当事者がこの合意を
尊重され、その実施と監視が行われるようにし
なければならない。

グローバルなシステムの改革に向けて取り組む

　より公平なグローバル・システムに向かって進
んでいくために、グローバルな機構の改革アジェ
ンダはグローバル市場とその規制、多国間機構
の統治、グローバルな市民社会の強化に焦点を
合わせるべきである。その改革アジェンダは、
啓発運動やステークホルダー間の連携の構築、
そして改革アジェンダの断行によって、積極的
かつ継続的に擁護されるべきである。
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　コロンビアの私たちは、南北アメリカで最後まで残っ

た最長の国内武力紛争に終止符を打つことについて、こ

れまでよりも強い決意を固めている。

　コロンビア政府とゲリラ組織「コロンビア革命軍

（FARC）」が交渉でまとめた合意について、国民の意見

は割れていた。そこで私たちは、疑念を払拭して国民全

体の支持を生む新たな和平合意へ到達する努力に取り

かかった。私たちはそれとほぼ同時に、最後まで残って

いたゲリラ勢力「民族解放軍（ELN）」との和平交渉の開

始も発表した。これでコロンビアの武力紛争に決定的な

終止符が打たれることになると、私たちは期待している。

　紛争は50年間にわたってコロンビアに極めて重い代

償を引き起こし、まちがいなく国の前途を損ねてきた。ロ

スアンデス大学の研究では、住みかを追われたり暴力の

犠牲になったりした世帯では所得が半減したと推計され

ている。このような人々は回復が困難になりやすく、慢性

的な貧困状態で生活することになる恐れが強いことを踏

まえると、状況はさらに悪くなる。

　コロンビア経済への悪影響のみならず、最悪の影響は

25万人ないしそれ以上の死者（とその家族）、そして800

万人の被害者と国内避難民に及んだ。失われた1人ひと

りの命、武力紛争の影響を被りながら生き延びたすべて

の人々の個人としての悲劇、そしてその家族の悲劇が私

たちを悲しませ、同時に取り組みの姿勢を強めさせる。

　私たちは、この人間開発報告書の精神に賛同する。す

なわち、社会の繁栄を見極めるうえで、経済的な富よりも

「人々の生活という富」を先に考えなければならないと

いうことである。その意味において、コロンビア国民の生

活を豊かにするには、和平が基本条件になることを私た

ちは理解している。ここで私が言う平和とは、紛争の終結

を超えて調和と福祉をもたらす幅広い概念である。

　所得が不十分な家族は平和に暮らせておらず、十分な

住居や教育へのアクセスを欠く家族もまたしかりである。

だからこそ私たちは、すべての人に恩恵をもたらし、社会

的格差を縮める経済成長の促進に焦点を合わせている。

　私たちがこれまでに遂げた前進は、コロンビアが強く

支持し、国連による採択の前から取り組みを始めた持続

可能な開発目標（SDGs）に即している。実際、コロンビア

は国家開発計画にSDGsを組み入れた最初の国である。

　早期の取り組みのおかげで、私たちは予定より早く努

力の実りを収穫できている。たとえば、私たちはこの5年

間で極度の貧困の割合を14.4%から7.9%へとほぼ半減

させた。2025年までに、あるいはそれ以前に極度の貧困

の根絶という極めて大きな成果を見込める状況となって

いる。

　この飛躍的な前進は、統計上の数字を超えて、何百万

人ものコロンビア国民の生活の質が向上したことを意味

している。そう確かに言えるのは、私たちがいち早く従来

の所得に基づく貧困の測定に加えて、公共サービスへの

アクセスや住居の種別など他の変数も評価する多次元

貧困指数（MPI）を採り入れたからである。現在、疑いの

余地なく、より多くのコロンビア国民がより良い生活をお

くっている。

　私たちは、やはりSDGsに含まれている教育の質につ

いても早期に成果を上げた。すべての子どもと若者が無

償で公立学校で学んでいるだけでなく、私たちは授業時

間を増やし、さまざまなプログラムや取り組みを通じて

学習の質も向上させている。このような努力の結果、コ

ロンビアの生徒は知識と技能を測るテストの平均点が大

きく上がった。

　平和の構築に焦点を合わせるなかで、教育の重視は

おそらく、武力紛争の負荷がなくなったこの新たな段階

において私たちがなしうることの最大の好例だろう。史

上初めて教育予算が治安・防衛予算を上回った。これは、

2025年までにラテンアメリカで最も教育水準の高い国に

なるという私たちの目標に即している。

　平和、公平性、教育は、歴史的にコロンビアに欠けて

いた3分野である。平和、公平性、教育は、私たちがこの数

年来、最大の努力を傾けている3本柱である。

　しかしながら、私たちの目標が「すべての人のための

コロンビアの平和は世界の平和である

特 別 寄 稿
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人間開発」の達成であるのなら、私たちの努力はここで

止まるわけにはいかない。気候変動が人類の直面した史

上最大の脅威だからである。

　この点に関して、コロンビアは気候変動対策に積極的

な役割を果たす方針を決めている。比類のない森林や

水資源、豊かな土壌など、地球上で最も生物的多様性に

富む地域の1つの守り手として、私たちはコロンビア国民

と世界の両方に対して極めて大きな責任を負っている。

　「グリーンな成長」という概念は、私たちの経済開発モ

デルの一部分であり、経済の全部門の主流に位置づけら

れている。私たちは、成長と環境の持続可能性は完全に

両立すると確信している。「パラモス」（湿原の生態系）の

境界画定と保護区域の宣言─2018年までにウルグア

イの国土よりも広い1900万へクタールとなる予定─は、

私たちの決意の証しである。

　気候変動対策に関する「パリ協定」の下で、コロンビア

は目標を設定した。2030年までに温室効果ガス排出量を

20%削減するという目標である。この野心的な目標の達

成に向けて、私たちはすでに決然たる行動を取り始めて

いる。私たちは、さまざまな燃料に対する炭素課税の導

入に関する法案を議会に提出した。このような施策を採

るのはラテンアメリカで初めて、世界でも最も早い国の1

つとなる。この取り組みだけで、私たちは国連気候変動パ

リ会議における公約の半分を達成できる見込みである。

　平和─先述したように、より広く福祉と調和の意味

として理解される─は、将来の世代に対して存続可能

な世界への扉を開く。つまり、地球温暖化によって生存を

脅かされることのない世界である。私たちは武力紛争の

終結、教育の向上、公平性の拡大に加え、このような取り

組みが世界に寄与することに誇りを感じている。

　紛争の終結とともに、これまで数十年間コロンビア国民

に対してさえ制限されていたコロンビアの自然の驚異と

観光を、世界中の人々が楽しめるようになった。また、外

国のビジネスパーソンが、かつては暴力のために立ち入

れなかった部門や地域に新たな機会を見いだしている。

　公平性に関しては、私たちは、新たな市場を求める投

資家に機会を生み出す中間層を強化している。私たちが

質の高い教育を整えていることで、将来の新たな世代は、

その技能と知識を世界のどこででも生かせるようになる。

　「すべての人のための人間開発」は、私たちの国を超

越する取り組みであり、私たちは自分たちの働きが他国

の人々に影響を及ぼし、その生活を豊かにすることを望

んでいる。同様に、私たちは国際社会の支援がコロンビ

ア国民にプラスの影響を及ぼしたと感じている。団結と

協働の精神において、私たちはコロンビアの平和、そし

て世界の平和を構築するために、コロンビア国民ともコ

ロンビア国民以外の人 と々も協力を続けていく。

特 別 寄 稿

フアン・マヌエル・サントス
コロンビア大統領、2016年ノーベル平和賞受賞者

＊　　　＊　　　＊

　私たちは人間開発の観点から、すべての人が
生活において自分の可能性を完全に実現するた
めの自由をもち、自分が大事にすることを達成
できる世界を目指している。究極的な分析にお
いて、開発とは人々の、人々による、人々のため
の開発である。人々は互いにパートナーになら
なければならない。人々と地球のバランスも必
要である。そして、人類は平和と繁栄のために
努力しなければならない。人間開発は、すべて

の人の生活が同等に大切であり、すべての人の
ための人間開発は最も取り残された人々から始
めなければならないという認識を必要とする。
　人間開発報告書2016は、このような問題の
解決に知的な貢献をしようとするものである。
私たちは、それらの問題が解決されて初めて、
すべての人が一緒に道の終わりへたどり着ける
ようになるのだと強く信じている。そして、私
たちは後ろを振り返り、誰をも置き去りにしな
いことを知ることになるだろう。
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HDIランク

人間開発指数（HDI） 不平等調整済み人間開発指数（IHDI） ジェンダー開発指数（GDI） ジェンダー不平等指数（GII） 多次元貧困指数a （MPI）

値 値 総合損失(％)
HDI

ランクとの違いb 値 グループc 値 ランク 年と調査d

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 値 2006–2015

人間開発最高位グループ
1 ノルウェー 0.949 0.898 5.4 0 0.993 1 0.053 6 .. ..

2 オーストラリア 0.939 0.861 8.2 –1 0.978 1 0.120 24 .. ..

2 スイス 0.939 0.859 8.6 –4 0.974 2 0.040 1 .. ..

4 ドイツ 0.926 0.859 7.2 –1 0.964 2 0.066 9 .. ..

5 デンマーク 0.925 0.858 7.2 –2 0.970 2 0.041 2 .. ..

5 シンガポール 0.925 .. .. .. 0.985 1 0.068 11 .. ..

7 オランダ 0.924 0.861 6.9 2 0.946 3 0.044 3 .. ..

8 アイルランド 0.923 0.850 7.9 –2 0.976 1 0.127 26 .. ..

9 アイスランド 0.921 0.868 5.8 6 0.965 2 0.051 5 .. ..

10 カナダ 0.920 0.839 8.9 –2 0.983 1 0.098 18 .. ..

10 米国 0.920 0.796 13.5 –10 0.993 1 0.203 43 .. ..

12 香港（SAR） 0.917 .. .. .. 0.964 2 .. .. .. ..

13 ニュージーランド 0.915 .. .. .. 0.963 2 0.158 34 .. ..

14 スウェーデン 0.913 0.851 6.7 3 0.997 1 0.048 4 .. ..

15 リヒテンシュタイン 0.912 .. .. .. .. .. .. .. .. ..

16 英国 0.909 0.836 8.0 –1 0.964 2 0.131 28 .. ..

17 日本 0.903 0.791 12.4 –8 0.970 2 0.116 21 .. ..

18 韓国 0.901 0.753 16.4 –19 0.929 3 0.067 10 .. ..

19 イスラエル 0.899 0.778 13.5 –11 0.973 2 0.103 20 .. ..

20 ルクセンブルク 0.898 0.827 8.0 1 0.966 2 0.075 13 .. ..

21 フランス 0.897 0.813 9.4 –1 0.988 1 0.102 19 .. ..

22 ベルギー 0.896 0.821 8.3 2 0.978 1 0.073 12 .. ..

23 フィンランド 0.895 0.843 5.8 9 1.000 1 0.056 8 .. ..

24 オーストリア 0.893 0.815 8.7 3 0.957 2 0.078 14 .. ..

25 スロベニア 0.890 0.838 5.9 9 1.003 1 0.053 6 .. ..

26 イタリア 0.887 0.784 11.5 –3 0.963 2 0.085 16 .. ..

27 スペイン 0.884 0.791 10.5 1 0.974 2 0.081 15 .. ..

28 チェコ 0.878 0.830 5.4 10 0.983 1 0.129 27 .. ..

29 ギリシャ 0.866 0.758 12.4 –6 0.957 2 0.119 23 .. ..

30 ブルネイ 0.865 .. .. .. 0.986 1 .. .. .. ..

30 エストニア 0.865 0.788 8.9 3 1.032 2 0.131 28 .. ..

32 アンドラ 0.858 .. .. .. .. .. .. .. .. ..

33 キプロス 0.856 0.762 10.9 –2 0.979 1 0.116 21 .. ..

33 マルタ 0.856 0.786 8.1 3 0.923 4 0.217 44 .. ..

33 カタール 0.856 .. .. .. 0.991 1 0.542 127 .. ..

36 ポーランド 0.855 0.774 9.5 2 1.006 1 0.137 30 .. ..

37 リトアニア 0.848 0.759 10.5 0 1.032 2 0.121 25 .. ..

38 チリ 0.847 0.692 18.2 –12 0.966 2 0.322 65 .. ..

38 サウジアラビア 0.847 .. .. .. 0.882 5 0.257 50 .. ..

40 スロバキア 0.845 0.793 6.1 12 0.991 1 0.179 39 .. ..

41 ポルトガル 0.843 0.755 10.4 1 0.980 1 0.091 17 .. ..

42 アラブ首長国連邦 0.840 .. .. .. 0.972 2 0.232 46 .. ..

43 ハンガリー 0.836 0.771 7.8 6 0.988 1 0.252 49 .. ..

44 ラトビア 0.830 0.742 10.6 –1 1.025 2 0.191 41 .. ..

45 アルゼンチン 0.827 0.698 15.6 –6 0.982 1 0.362 77 0.015 e 2005 N

45 クロアチア 0.827 0.752 9.1 2 0.997 1 0.141 31 .. ..

47 バーレーン 0.824 .. .. .. 0.970 2 0.233 48 .. ..

48 モンテネグロ 0.807 0.736 8.8 1 0.955 2 0.156 33 0.002 2013 M

49 ロシア 0.804 0.725 9.8 1 1.016 1 0.271 52 .. ..

50 ルーマニア 0.802 0.714 11.1 0 0.990 1 0.339 72 .. ..

51 クウェート 0.800 .. .. .. 0.972 2 0.335 70 .. ..

人間開発高位グループ
52 ベラルーシ 0.796 0.745 6.4 6 1.021 1 0.144 32 0.001 2005 M

52 オマーン 0.796 .. .. .. 0.927 3 0.281 54 .. ..

54 バルバドス 0.795 .. .. .. 1.006 1 0.291 59 0.004 f 2012 M

人間開発指数（HDI）
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HDIランク

人間開発指数（HDI） 不平等調整済み人間開発指数（IHDI） ジェンダー開発指数（GDI） ジェンダー不平等指数（GII） 多次元貧困指数a （MPI）

値 値 総合損失(％)
HDI

ランクとの違いb 値 グループc 値 ランク 年と調査d

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 値 2006–2015

54 ウルグアイ 0.795 0.670 15.7 –7 1.017 1 0.284 55 .. ..

56 ブルガリア 0.794 0.709 10.7 2 0.984 1 0.223 45 .. ..

56 カザフスタン 0.794 0.714 10.1 4 1.006 1 0.202 42 0.004 2010/2011 M

58 バハマ 0.792 .. .. .. .. .. 0.362 77 .. ..

59 マレーシア 0.789 .. .. .. .. .. 0.291 59 .. ..

60 パラオ 0.788 .. .. .. .. .. .. .. .. ..

60 パナマ 0.788 0.614 22.0 –19 0.997 1 0.457 100 .. ..

62 アンティグア・バーブーダ 0.786 .. .. .. .. .. .. .. .. ..

63 セーシェル 0.782 .. .. .. .. .. .. .. .. ..

64 モーリシャス 0.781 0.669 14.4 –4 0.954 2 0.380 82 .. ..

65 トリニダード・トバゴ 0.780 0.661 15.3 –5 1.004 1 0.324 67 0.007 g 2006 M

66 コスタリカ 0.776 0.628 19.1 –9 0.969 2 0.308 63 .. ..

66 セルビア 0.776 0.689 11.2 3 0.969 2 0.185 40 0.002 2014 M

68 キューバ 0.775 .. .. .. 0.946 3 0.304 62 .. ..

69 イラン 0.774 0.518 33.1 –40 0.862 5 0.509 118 .. ..

70 ジョージア 0.769 0.672 12.7 3 0.970 2 0.361 76 0.008 2005 M

71 トルコ 0.767 0.645 15.9 –3 0.908 4 0.328 69 .. ..

71 ベネズエラ 0.767 0.618 19.4 –11 1.028 2 0.461 101 .. ..

73 スリランカ 0.766 0.678 11.6 8 0.934 3 0.386 87 .. ..

74 セントクリストファー・ネーヴィス 0.765 .. .. .. .. .. .. .. .. ..

75 アルバニア 0.764 0.661 13.5 4 0.959 2 0.267 51 0.005 2008/2009 D

76 レバノン 0.763 0.603 21.0 –10 0.893 5 0.381 83 .. ..

77 メキシコ 0.762 0.587 22.9 –12 0.951 2 0.345 73 0.024 2012 N

78 アゼルバイジャン 0.759 0.659 13.2 5 0.940 3 0.326 68 0.009 2006 D

79 ブラジル 0.754 0.561 25.6 –19 1.005 1 0.414 92 0.010 g,h 2014 N

79 グレナダ 0.754 .. .. .. .. .. .. .. .. ..

81 ボスニア・ヘルツェゴビナ 0.750 0.650 13.3 6 0.923 4 0.158 34 0.006 f 2011/2012 M

82 マケドニア（旧ユーゴスラビア） 0.748 0.623 16.7 1 0.947 3 0.160 36 0.007 f 2011 M

83 アルジェリア 0.745 .. .. .. 0.854 5 0.429 94 .. ..

84 アルメニア 0.743 0.674 9.3 15 0.993 1 0.293 61 0.002 2010 D

84 ウクライナ 0.743 0.690 7.2 18 1.000 1 0.284 55 0.001 g 2012 M

86 ヨルダン 0.741 0.619 16.5 3 0.864 5 0.478 111 0.004 2012 D

87 ペルー 0.740 0.580 21.6 –8 0.959 2 0.385 86 0.043 2012 D

87 タイ 0.740 0.586 20.8 –5 1.001 1 0.366 79 0.004 2005/2006 M

89 エクアドル 0.739 0.587 20.5 –1 0.976 1 0.391 88 0.015 2013/2014 N

90 中国 0.738 .. .. .. 0.954 2 0.164 37 0.023 h 2012 N

91 フィジー 0.736 0.624 15.3 9 .. .. 0.358 75 .. ..

92 モンゴル 0.735 0.639 13.0 13 1.026 2 0.278 53 0.047 f 2010 M

92 セントルシア 0.735 0.618 16.0 7 0.986 1 0.354 74 0.003 f,h 2012 M

94 ジャマイカ 0.730 0.609 16.6 6 0.975 2 0.422 93 0.011 2012 N

95 コロンビア 0.727 0.548 24.6 –9 1.004 1 0.393 89 0.032 2010 D

96 ドミニカ国 0.726 .. .. .. .. .. .. .. .. ..

97 スリナム 0.725 0.551 24.0 –7 0.972 2 0.448 99 0.033 f 2010 M

97 チュニジア 0.725 0.562 22.5 –3 0.904 4 0.289 58 0.006 2011/2012 M

99 ドミニカ共和国 0.722 0.565 21.7 1 0.990 1 0.470 107 0.025 2013 D

99 セントビンセント・グレナディーン 0.722 .. .. .. .. .. .. .. .. ..

101 トンガ 0.721 .. .. .. 0.969 2 0.659 152 .. ..

102 リビア 0.716 .. .. .. 0.950 2 0.167 38 0.005 2007 P

103 ベリーズ 0.706 0.546 22.7 –6 0.967 2 0.375 81 0.030 2011 M

104 サモア 0.704 .. .. .. .. .. 0.439 97 .. ..

105 モルディブ 0.701 0.529 24.6 –9 0.937 3 0.312 64 0.008 2009 D

105 ウズベキスタン 0.701 0.590 15.8 10 0.946 3 0.287 57 0.013 2006 M

人間開発中位グループ
107 モルドバ 0.699 0.628 10.2 21 1.010 1 0.232 46 0.004 2012 M

108 ボツワナ 0.698 0.433 37.9 –23 0.984 1 0.435 95 .. ..

109 ガボン 0.697 0.531 23.9 –3 0.923 4 0.542 127 0.073 2012 D

110 パラグアイ 0.693 0.524 24.3 –5 0.966 2 0.464 104 .. ..

111 エジプト 0.691 0.491 29.0 –10 0.884 5 0.565 135 0.016 i 2014 D

111 トルクメニスタン 0.691 .. .. .. .. .. .. .. 0.011 2006 M
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HDIランク

人間開発指数（HDI） 不平等調整済み人間開発指数（IHDI） ジェンダー開発指数（GDI） ジェンダー不平等指数（GII） 多次元貧困指数a （MPI）

値 値 総合損失(％)
HDI

ランクとの違いb 値 グループc 値 ランク 年と調査d

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 値 2006–2015

54 ウルグアイ 0.795 0.670 15.7 –7 1.017 1 0.284 55 .. ..

56 ブルガリア 0.794 0.709 10.7 2 0.984 1 0.223 45 .. ..

56 カザフスタン 0.794 0.714 10.1 4 1.006 1 0.202 42 0.004 2010/2011 M

58 バハマ 0.792 .. .. .. .. .. 0.362 77 .. ..

59 マレーシア 0.789 .. .. .. .. .. 0.291 59 .. ..

60 パラオ 0.788 .. .. .. .. .. .. .. .. ..

60 パナマ 0.788 0.614 22.0 –19 0.997 1 0.457 100 .. ..

62 アンティグア・バーブーダ 0.786 .. .. .. .. .. .. .. .. ..

63 セーシェル 0.782 .. .. .. .. .. .. .. .. ..

64 モーリシャス 0.781 0.669 14.4 –4 0.954 2 0.380 82 .. ..

65 トリニダード・トバゴ 0.780 0.661 15.3 –5 1.004 1 0.324 67 0.007 g 2006 M

66 コスタリカ 0.776 0.628 19.1 –9 0.969 2 0.308 63 .. ..

66 セルビア 0.776 0.689 11.2 3 0.969 2 0.185 40 0.002 2014 M

68 キューバ 0.775 .. .. .. 0.946 3 0.304 62 .. ..

69 イラン 0.774 0.518 33.1 –40 0.862 5 0.509 118 .. ..

70 ジョージア 0.769 0.672 12.7 3 0.970 2 0.361 76 0.008 2005 M

71 トルコ 0.767 0.645 15.9 –3 0.908 4 0.328 69 .. ..

71 ベネズエラ 0.767 0.618 19.4 –11 1.028 2 0.461 101 .. ..

73 スリランカ 0.766 0.678 11.6 8 0.934 3 0.386 87 .. ..

74 セントクリストファー・ネーヴィス 0.765 .. .. .. .. .. .. .. .. ..

75 アルバニア 0.764 0.661 13.5 4 0.959 2 0.267 51 0.005 2008/2009 D

76 レバノン 0.763 0.603 21.0 –10 0.893 5 0.381 83 .. ..

77 メキシコ 0.762 0.587 22.9 –12 0.951 2 0.345 73 0.024 2012 N

78 アゼルバイジャン 0.759 0.659 13.2 5 0.940 3 0.326 68 0.009 2006 D

79 ブラジル 0.754 0.561 25.6 –19 1.005 1 0.414 92 0.010 g,h 2014 N

79 グレナダ 0.754 .. .. .. .. .. .. .. .. ..

81 ボスニア・ヘルツェゴビナ 0.750 0.650 13.3 6 0.923 4 0.158 34 0.006 f 2011/2012 M

82 マケドニア（旧ユーゴスラビア） 0.748 0.623 16.7 1 0.947 3 0.160 36 0.007 f 2011 M

83 アルジェリア 0.745 .. .. .. 0.854 5 0.429 94 .. ..

84 アルメニア 0.743 0.674 9.3 15 0.993 1 0.293 61 0.002 2010 D

84 ウクライナ 0.743 0.690 7.2 18 1.000 1 0.284 55 0.001 g 2012 M

86 ヨルダン 0.741 0.619 16.5 3 0.864 5 0.478 111 0.004 2012 D

87 ペルー 0.740 0.580 21.6 –8 0.959 2 0.385 86 0.043 2012 D

87 タイ 0.740 0.586 20.8 –5 1.001 1 0.366 79 0.004 2005/2006 M

89 エクアドル 0.739 0.587 20.5 –1 0.976 1 0.391 88 0.015 2013/2014 N

90 中国 0.738 .. .. .. 0.954 2 0.164 37 0.023 h 2012 N

91 フィジー 0.736 0.624 15.3 9 .. .. 0.358 75 .. ..

92 モンゴル 0.735 0.639 13.0 13 1.026 2 0.278 53 0.047 f 2010 M

92 セントルシア 0.735 0.618 16.0 7 0.986 1 0.354 74 0.003 f,h 2012 M

94 ジャマイカ 0.730 0.609 16.6 6 0.975 2 0.422 93 0.011 2012 N

95 コロンビア 0.727 0.548 24.6 –9 1.004 1 0.393 89 0.032 2010 D

96 ドミニカ国 0.726 .. .. .. .. .. .. .. .. ..

97 スリナム 0.725 0.551 24.0 –7 0.972 2 0.448 99 0.033 f 2010 M

97 チュニジア 0.725 0.562 22.5 –3 0.904 4 0.289 58 0.006 2011/2012 M

99 ドミニカ共和国 0.722 0.565 21.7 1 0.990 1 0.470 107 0.025 2013 D

99 セントビンセント・グレナディーン 0.722 .. .. .. .. .. .. .. .. ..

101 トンガ 0.721 .. .. .. 0.969 2 0.659 152 .. ..

102 リビア 0.716 .. .. .. 0.950 2 0.167 38 0.005 2007 P

103 ベリーズ 0.706 0.546 22.7 –6 0.967 2 0.375 81 0.030 2011 M

104 サモア 0.704 .. .. .. .. .. 0.439 97 .. ..

105 モルディブ 0.701 0.529 24.6 –9 0.937 3 0.312 64 0.008 2009 D

105 ウズベキスタン 0.701 0.590 15.8 10 0.946 3 0.287 57 0.013 2006 M

人間開発中位グループ
107 モルドバ 0.699 0.628 10.2 21 1.010 1 0.232 46 0.004 2012 M

108 ボツワナ 0.698 0.433 37.9 –23 0.984 1 0.435 95 .. ..

109 ガボン 0.697 0.531 23.9 –3 0.923 4 0.542 127 0.073 2012 D

110 パラグアイ 0.693 0.524 24.3 –5 0.966 2 0.464 104 .. ..

111 エジプト 0.691 0.491 29.0 –10 0.884 5 0.565 135 0.016 i 2014 D

111 トルクメニスタン 0.691 .. .. .. .. .. .. .. 0.011 2006 M

HDIランク

人間開発指数（HDI） 不平等調整済み人間開発指数（IHDI） ジェンダー開発指数（GDI） ジェンダー不平等指数（GII） 多次元貧困指数a （MPI）

値 値 総合損失(％)
HDI

ランクとの違いb 値 グループc 値 ランク 年と調査d

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 値 2006–2015

113 インドネシア 0.689 0.563 18.2 9 0.926 3 0.467 105 0.024 g 2012 D

114 パレスチナ国 0.684 0.581 15.1 13 0.867 5 .. .. 0.005 2014 M

115 ベトナム 0.683 0.562 17.8 9 1.010 1 0.337 71 0.016 g 2013/2014 M

116 フィリピン 0.682 0.556 18.4 8 1.001 1 0.436 96 0.033 g,j 2013 D

117 エルサルバドル 0.680 0.529 22.2 3 0.958 2 0.384 85 .. ..

118 ボリビア 0.674 0.478 29.0 –6 0.934 3 0.446 98 0.097 2008 D

119 南アフリカ 0.666 0.435 34.7 –12 0.962 2 0.394 90 0.041 2012 N

120 キルギス 0.664 0.582 12.3 20 0.967 2 0.394 90 0.008 2014 M

121 イラク 0.649 0.505 22.3 1 0.804 5 0.525 123 0.052 2011 M

122 カーボヴェルデ 0.648 0.518 20.1 4 .. .. .. .. .. ..

123 モロッコ 0.647 0.456 29.5 –2 0.826 5 0.494 113 0.069 2011 P

124 ニカラグア 0.645 0.479 25.8 1 0.961 2 0.462 103 0.088 2011/2012 D

125 グアテマラ 0.640 0.450 29.6 –2 0.959 2 0.494 113 .. ..

125 ナミビア 0.640 0.415 35.2 –13 0.986 1 0.474 108 0.205 2013 D

127 ガイアナ 0.638 0.518 18.8 10 0.943 3 0.508 117 0.031 2009 D

127 ミクロネシア 0.638 .. .. .. .. .. .. .. .. ..

129 タジキスタン 0.627 0.532 15.2 16 0.930 3 0.322 65 0.031 2012 D

130 ホンジュラス 0.625 0.443 29.2 0 0.942 3 0.461 101 0.098 k 2011/2012 D

131 インド 0.624 0.454 27.2 4 0.819 5 0.530 125 0.282 2005/2006 D

132 ブータン 0.607 0.428 29.4 –3 0.900 5 0.477 110 0.128 2010 M

133 東ティモール 0.605 0.416 31.2 –5 0.858 5 .. .. 0.322 2009/2010 D

134 バヌアツ 0.597 0.494 17.2 12 .. .. .. .. 0.135 2007 M

135 コンゴ共和国 0.592 0.446 24.8 6 0.932 3 0.592 141 0.192 2011/2012 D

135 赤道ギニア 0.592 .. .. .. .. .. .. .. .. ..

137 キリバス 0.588 0.394 33.1 –7 .. .. .. .. .. ..

138 ラオス 0.586 0.427 27.1 1 0.924 4 0.468 106 0.186 2011/2012 M

139 バングラデシュ 0.579 0.412 28.9 –2 0.927 3 0.520 119 0.188 2014 D

139 ガーナ 0.579 0.391 32.5 –8 0.899 5 0.547 131 0.147 2014 D

139 ザンビア 0.579 0.373 35.6 –11 0.924 4 0.526 124 0.264 2013/2014 D

142 サントメ・プリンシペ 0.574 0.432 24.7 7 0.907 4 0.524 122 0.217 2008/2009 D

143 カンボジア 0.563 0.436 22.5 11 0.892 5 0.479 112 0.150 2014 D

144 ネパール 0.558 0.407 27.0 2 0.925 4 0.497 115 0.116 2014 M

145 ミャンマー 0.556 .. .. .. .. .. 0.374 80 .. ..

146 ケニア 0.555 0.391 29.5 –1 0.919 4 0.565 135 0.166 2014 D

147 パキスタン 0.550 0.380 30.9 –2 0.742 5 0.546 130 0.237 2012/2013 D

人間開発低位グループ
148 スワジランド 0.541 0.361 33.3 –5 0.853 5 0.566 137 0.113 2010 M

149 シリア 0.536 0.419 21.8 10 0.851 5 0.554 133 0.028 2009 P

150 アンゴラ 0.533 0.336 37.0 –8 .. .. .. .. .. ..

151 タンザニア 0.531 0.396 25.4 7 0.937 3 0.544 129 0.335 2010 D

152 ナイジェリア 0.527 0.328 37.8 –10 0.847 5 .. .. 0.279 2013 D

153 カメルーン 0.518 0.348 32.8 –1 0.853 5 0.568 138 0.260 2011 D

154 パプアニューギニア 0.516 .. .. .. .. .. 0.595 143 .. ..

154 ジンバブエ 0.516 0.369 28.5 2 0.927 3 0.540 126 0.128 2014 M

156 ソロモン諸島 0.515 0.392 23.8 9 .. .. .. .. .. ..

157 モーリタニア 0.513 0.347 32.4 1 0.818 5 0.626 147 0.291 2011 M

158 マダガスカル 0.512 0.374 27.0 7 0.948 3 .. .. 0.420 2008/2009 D

159 ルワンダ 0.498 0.339 31.9 1 0.992 1 0.383 84 0.253 2014/2015 D

160 コモロ 0.497 0.270 45.8 –18 0.817 5 .. .. 0.165 2012 D/M

160 レソト 0.497 0.320 35.6 –6 0.962 2 0.549 132 0.227 2009 D

162 セネガル 0.494 0.331 33.1 1 0.886 5 0.521 120 0.278 2014 D

163 ハイチ 0.493 0.298 39.6 –7 .. .. 0.593 142 0.242 2012 D

163 ウガンダ 0.493 0.341 30.9 6 0.878 5 0.522 121 0.359 2011 D

165 スーダン 0.490 .. .. .. 0.839 5 0.575 140 0.290 2010 M

166 トーゴ 0.487 0.332 31.9 5 0.841 5 0.556 134 0.242 2013/2014 D

167 ベナン 0.485 0.304 37.4 –3 0.858 5 0.613 144 0.343 2011/2012 D

168 イエメン 0.482 0.320 33.7 0 0.737 5 0.767 159 0.200 2013 D

169 アフガニスタン 0.479 0.327 31.8 3 0.609 5 0.667 154 0.293 f 2010/2011 M

170 マラウイ 0.476 0.328 31.2 5 0.921 4 0.614 145 0.273 2013/2014 M
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HDIランク

人間開発指数（HDI） 不平等調整済み人間開発指数（IHDI） ジェンダー開発指数（GDI） ジェンダー不平等指数（GII） 多次元貧困指数a （MPI）

値 値 総合損失(％)
HDI

ランクとの違いb 値 グループc 値 ランク 年と調査d

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 値 2006–2015

171 コートジボワール 0.474 0.294 37.8 –2 0.814 5 0.672 155 0.307 2011/2012 D

172 ジブチ 0.473 0.310 34.6 3 .. .. .. .. 0.127 2006 M

173 ガンビア 0.452 .. .. .. 0.878 5 0.641 148 0.289 2013 D

174 エチオピア 0.448 0.330 26.3 10 0.842 5 0.499 116 0.537 2011 D

175 マリ 0.442 0.293 33.7 0 0.786 5 0.689 156 0.456 2012/2013 D

176 コンゴ民主共和国 0.435 0.297 31.9 3 0.832 5 0.663 153 0.369 2013/2014 D

177 リベリア 0.427 0.284 33.4 1 0.830 5 0.649 150 0.356 2013 D

178 ギニアビサウ 0.424 0.257 39.3 –5 .. .. .. .. 0.495 2006 M

179 エリトリア 0.420 .. .. .. .. .. .. .. .. ..

179 シエラレオネ 0.420 0.262 37.8 –3 0.871 5 0.650 151 0.411 2013 D

181 モザンビーク 0.418 0.280 33.0 3 0.879 5 0.574 139 0.390 2011 D

181 南スーダン 0.418 .. .. .. .. .. .. .. 0.551 2010 M

183 ギニア 0.414 0.270 34.8 2 0.784 5 .. .. 0.425 2012 D/M

184 ブルンジ 0.404 0.276 31.5 4 0.919 4 0.474 108 0.442 2010 D

185 ブルキナファソ 0.402 0.267 33.6 2 0.874 5 0.615 146 0.508 2010 D

186 チャド 0.396 0.238 39.9 –1 0.765 5 0.695 157 0.545 2010 M

187 ニジェール 0.353 0.253 28.3 1 0.732 5 0.695 157 0.584 2012 D

188 中央アフリカ 0.352 0.199 43.5 0 0.776 5 0.648 149 0.424 2010 M

他の国と地域
朝鮮民主主義人民共和国 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
マーシャル諸島 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
モナコ .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
ナウル .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
サンマリノ .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
ソマリア .. .. .. .. .. .. .. .. 0.500 2006 M
ツバル .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

HDIランクごとのグループ
人間開発最高位グループ 0.892 0.793 11.1 — 0.980 — 0.174 — .. —
 人間開発高位グループ 0.746 0.597 20.0 — 0.958 — 0.291 — .. —
人間開発中位グループ 0.631 0.469 25.7 — 0.871 — 0.491 — .. —
人間開発低位グループ 0.497 0.337 32.3 — 0.849 — 0.590 — .. —

開発途上国 0.668 0.499 25.2 — 0.913 — 0.469 — .. —

領域
アラブ諸国 0.687 0.498 27.5 — 0.856 — 0.535 — .. —
東アジア・太平洋諸国 0.720 0.581 19.3 — 0.956 — 0.315 — .. —
欧州・中央アジア 0.756 0.660 12.7 — 0.951 — 0.279 — .. —
ラテンアメリカ・カリブ海諸国 0.751 0.575 23.4 — 0.981 — 0.390 — .. —
南アジア 0.621 0.449 27.7 — 0.822 — 0.520 — .. —
サハラ以南アフリカ 0.523 0.355 32.2 — 0.877 — 0.572 — .. —

後発開発途上国 0.508 0.356 30.0 — 0.874 — 0.555 — .. —

小島嶼開発途上国 0.667 0.500 25.1 — .. — 0.463 — .. —

経済協力開発機構（OECD） 0.887 0.776 12.6 — 0.974 — 0.194 — .. —

世界 0.717 0.557 22.3 — 0.938 — 0.443 — .. —

注）
a	 すべての国に全指標が備わってはいないため、各国の比較には注意を要
する。指標が欠けている場合には、他の指標の加重値が合計	100％になるよ
うに調整した。詳しくは	http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_
technical_notes.pdf	のテクニカルノート	5	を参照。

b	不平等調整済み人間開発指数（IHDI）が算出されている国々に基づく。
c	 HDI	値のジェンダー平価からの絶対偏差により各国を5つのグループに分けた。

d	 D	は人口保健調査、M	は複数指数クラスター調査、Pはアラブ圏人口家庭保
健調査、N	は各国調査からのデータを示す（各国調査の一覧は	http://hdr.
undp.org/en/faq-page/multidimensional-poverty-index-mpi	を参照）。

e	 都市部のみが対象。
f	 子どもの死亡率に関する指標が欠けている。
g	栄養に関する指標が欠けている。

h	 床の材質に関する指標が欠けている。
i	 炊事用燃料に関する指標が欠けている。
j	 就学状況に関する指標が欠けている。
k	 電力に関する指標が欠けている。

主なデータ源）
第	1	列：	UNDESA	（2015）,	UNESCO	Institute	for	Statistics	（2016）,	United	Nations	Statistics	Division	（2016）,	World	
Bank	（2016b）,	Barro	and	Lee	（2016）	と	IMF	（2016）	のデータを基に人間開発報告書室（HDRO）が算出。
第	2	列：	 第	1	列のデータと、平均寿命、就学年数、所得または消費のそれぞれの分布における格差に関するデータを基に、
HDRO	が算出。詳しくは	http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_technical_notes.pdfのテクニカルノート	2	を参照。
第	3	列：	第	1	列と第	2	列のデータを基に算出。
第	4	列：	第	2	列のデータと、不平等調整済み	HDI	が算出されている国々の	HDI	ランキングの再計算を基に算出。
第	5	列：UNDESA	（2015）,	UNESCO	Institute	for	Statistics	（2016）,	Barro	and	Lee	（2016）,	World	Bank	（2016b）,	ILO	（2016）,	
IMF	（2016）	のデータを基に	HDRO	が算出。

第	6	列：第	5	列のデータを基に算出。
第	7	列：UN	Maternal	Mortality	Estimation	Group	（2016）,	UNDESA	（2015）,	IPU	（2016）,	UNESCO	Institute	for	Statistics	
（2016）,	ILO	（2016）	のデータを基に	HDRO	が算出。
第	8	列：第	7	列のデータを基に算出。
第	9	列・第	10	列：テクニカルノート５（http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2016_technical_notes.pdfで入手可
能）で説明されている修正された方法論を用い、第10列にあげたさまざまな世帯調査から、教育、保健、生活水準における
世帯の欠乏を基にHDROが算出。
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A      人間開発報告書 2015

　普遍主義は人間開発のアプローチの核心にある。現在および将
来において、誰もが自分の可能性を全うできるように、少数の人々
でも大部分の人々でもなく、世界中のあらゆる場所にいるすべての
人のために人間の自由を拡大しなければならない。地球上の誰を
も置き去りにしないというこの精神は、アジェンダ2030および持続
可能な開発目標（SDGs）にも共有されている。したがって、人間開
発はすべての人々のために保証されなければならない。
　この四半世紀にわたり、人間開発は目覚ましい前進を遂げ、数
十億人の生活を豊かにした。しかし、前進は均等でなく、一部の集
団やコミュニティ、社会を素通りしている。人間開発の基本部分し
か達成されていない場合もあれば、それすら達成されていない場
合もある。特定の場所にいる人々や特定の状況にある人々の人間
開発の不足が著しい。
　そして、普遍的な人間開発に対する大きな障害が未だに残り続
けている。その一部は社会的・政治的なアイデンティティや関係に
深く根を下ろしている。たとえば、公然たる暴力、差別的な法律、排除
的な社会規範、政治参加の偏り、機会の不均等な分配などである。
　しかしながら、人間開発は基本的ニーズを満たすこと以上のもの
である。人間開発には、動的な世界において重要であり、生活の条
件を変えることにつながる発言力と自律性も含まれる。人間開発は
主体性と自己決定、選択の自由、結果を作り上げる自由に関わるも

のである。
　すべての人のための人間開発には、人間開発のアプローチのい
くつかの側面に焦点を絞り直すことが求められる。すなわち、個人
の能力だけではなく集団としての能力、福祉だけでなく発言力と自
律性、多様性だけでなく包摂が必要である。また、平均値と数量的
な成果にとどまらない評価の視点にも焦点を合わせる必要がある。
　取り残された人々への手当てには、国レベルでの4本柱の戦略が
必要となる。第1に、普遍的な政策によって、取り残された人々に到
達すること。第2に、特別なニーズをもつ集団のための施策を追求
すること。第3に、人間開発を強靭にすること。そして第4に、取り残
された人々を力づけることである。国レベルの政策は、任務の権限
や統治構造、国際機関の仕事といった問題に対処するグローバル
なレベルでの行動によって補われなければならない。
　変革は可能であり、変容を果たせると考えられる理由は十分に
ある。今日、困難な課題に思えることも、明日には克服できるように
なる。誰をも置き去りにしないという刺激的なアジェンダの達成まで、
世界に残された時間は15年足らずである。私たちは、心と頭と手を
一つにして平和と繁栄の実現に向けて努力し、互いに協力し合いな
がら人間と地球のバランスを取ることに向かっていくだろう。このよう
な目標が達成されれば、私たちは道の終点にたどり着く。そして後
ろを振り返り、誰をも置き去りにされていないことを知るだろう。

「人類がこの25年間に成し遂げたことは、根本的な変革は可能であるという希望を私たちに与えてくれる。
私たちは、自分たちが達成したことの上にさらに積み重ね、課題を克服する新たな可能性を探り、
かつては達成できないと思われていたことを達成することができる。希望の実現は、もう手の届く範囲にある」

─国連開発計画（UNDP）総裁  ヘレン・クラーク

「すべての人のための人間開発は、私たちの国を超越する取り組みであり、
私たちは自分たちの働きで他の国々の市民の生活を豊かにしたいと思っている」

─コロンビア大統領、2016年ノーベル平和賞受賞者 フアン・マヌエル・サントス

「持続可能性を行動指針の原則にする責任を、私たちは日々担っている
─責任ある政治家として、企業と社会の意思決定者として、私たちの将来に本当に関心をもつ個人として」

─ドイツ首相  アンゲラ・メルケル

「貧困と欠乏の実態をより明確に捉えることが、効果的な政策と介入の立案と実施、
そして限られた資源を最大の効果が出るところへ振り向けることへの根本的な第1歩となる」

─ビル＆メリンダ・ゲイツ財団共同会長  メリンダ・ゲイツ

「人間開発は普遍主義を反映する─すべての人の生活が大事であり、すべての人の生活に同等の価値がある。
すべての人の生活を豊かにし、私たちの生活の可能性を完全に実現できるようにするために、
人間開発は維持されるとともに持続可能なものにされなければならない」

─人間開発報告書主筆  セリム・ジャハン

発行：国連開発計画（UNDP）駐日代表事務所
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